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議 事 日 程 （第５号） 

 

                            平成２７年６月１２日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 
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      １．社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について 
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      １．空き家対策の進捗状況について 
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    １１番 髙久好一議員 
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      ２．市が自衛隊に提供する市民情報について 

      ３．みなし寡婦控除の適用について 
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      ３．図書館の現状と課題について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は25名であります。18番、

金子哲也議員より遅刻する旨の届け出があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（中村芳隆議員） 初めに、４番、齊藤誠之

議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  議席番号４番、ＴＥＡＭ那須塩原、齊藤誠之で

す。通告に従いまして質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  １．社会保障・税番号制度（マイナンバー制

度）について。 

  社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー

制度の法律が平成25年３月１日に閣議決定され、

５月31日に公布されました。 

  この制度は、国民一人一人に12桁の番号を割り

当て、多岐にわたる個人情報を１つの番号で管理

できるため、行政事務の効率化によるコストの削

減、そして行政手続の簡素化、社会保障給付の適

正化ができるとしています。 

  政府は、この制度の運用開始を平成28年１月か

ら予定しており、本市においても平成27年10月か

ら順次番号の付番や市民への通知が開始されま

す。 

  これに伴う自治体で必要な事務の範囲も幅広く、

当該事務に対応する制度、業務、システムも多岐

にわたることや、この制度自体がまだ市民に広く

伝わっていないこともあることから、以下の点に

ついてお伺いいたします。 

  ⑴本市としての現在の工程についてお伺いいた

します。 

  ⑵番号通知作業の段階でさまざまな問題点が考

えられますが、その課題と対応をお伺いいたしま

す。 

  ⑶本市での独自利用の検討や個人情報保護条例

の改正等の考えはあるのか、お伺いいたします。 

  ⑷情報漏えいの危険性とその対応策についての

取り組みについてお伺いいたします。 

  ⑸市民の方に制度を知っていただくために、周

知の取り組みについてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） １の社会保障・税番号制

度（マイナンバー制度）について、私からは⑴及

び⑶から⑸までの質問についてお答えをいたしま

す。 

  まず、⑴の本市の現在の工程についてですが、
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個人番号制度導入に向けた準備といたしましては、

大きく分けますと情報システムの整備、特定個人

情報保護評価及び例規整備、以上の３つを実施す

ることが必須となっております。 

  まず、情報システムの整備につきましては、平

成26年度に住民基本台帳システム、地方税務シス

テムの改修や団体内統合宛名システム中間サーバ

ーなどの整備を実施しましたが、平成27年度につ

きましても引き続き住民基本台帳システム等の改

修を実施するほか、社会保障関係システムの改修

を予定しております。 

  次に、特定個人情報保護評価につきましては、

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第27条に基づきまして、

特定個人情報を保有する前に実施しなければなら

ないとされていることから、平成26年度中に実施

をしまして、特定個人情報保護委員会に提出し、

公表済みであります。 

  次に、例規整備につきましては、個人番号の通

知カード発送が10月開始となっていることから、

それにあわせ個人情報保護条例の改正について９

月議会に上程を予定しております。 

  また、個人情報保護条例以外の関係例規につき

ましても、12月議会に上程できるよう作業を進め

ております。 

  今後、平成28年１月の個人番号利用開始、個人

番号カードの交付後につきましては、平成29年１

月からの国の情報連携開始、同年７月からの地方

公共団体の情報連携開始に向けて、内部でのシス

テム連携テストや情報提供ネットワークシステム

と連携した総合運用システムなどを実施していく

予定となっております。 

  次に、⑶の本市での独自利用の検討や個人情報

保護条例の改正等の考えはあるかについてお答え

します。 

  個人番号カードの独自利用につきましては、現

在も行っております住民票とのコンビニ交付の利

用のほか、印鑑登録証としての利用を検討してお

ります。 

  なお、今後につきましても、どのような利用が

できるか、職員研修や検討会を実施しながら検討

を進めてまいりたいと考えております。 

  また、個人情報保護条例の改正につきましては、

⑴の答弁のとおり、９月議会に改正の議案を上程

する予定であります。 

  現在本市が保有する個人情報につきましては、

個人情報保護条例に基づき、厳重な管理と適正な

運用が図られているところであります。今回のマ

イナンバー制度により、個人一人一人に対し個人

番号と呼ばれる12桁の番号が付されることで、そ

の番号を含む個人情報は特定個人情報と呼ばれる

こととなり、より厳重な管理、適切な運用が求め

られるようになることから、改正を予定するもの

であります。 

  次に、⑷の情報漏えいの危険性とその対策につ

いての取り組みについてお答えいたします。 

  情報漏えいにより、個人番号をもとに集約され

た個人情報が不正に閲覧されたり、利用されたり

するなどの問題が懸念されることから、地方公共

団体が行うべき取り組みについては、国がガイド

ラインを示しており、条例の改正等の制度的措置

や許可されていない者が特定個人情報を参照でき

ないアクセス制限等、技術的措置のほか、地方公

共団体が特定個人情報を保有する前に、みずから

それらの危険性を評価する特定個人情報保護評価

の実施などが求められております。 

  本市においては、国が定めるガイドライン等に

基づき、アクセス制御や通信の暗号化などシステ

ム面での対策や事務従事者への権限付与などの安

全な運用に必要な対策を実施するとともに、職員
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研修、セキュリティー監査等を行い、特定個人情

報が法令に定められた範囲を超えて利用され、ま

たは漏えいすることがないよう、今後も適正な管

理に努めてまいります。 

  次に、⑸のマイナンバー制度の周知につきまし

ては、国から配布されたポスターの掲示を行って

いるほか、市のホームページにおきましては、制

度の内容について昨年10月１日から掲載しており、

本年４月末には内容を更新しております。 

  また、市広報では、５月20日号で２ページにわ

たり掲載を実施しており、今後も国からの情報を

いち早く市民に周知していきたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 私からは、⑵の番

号通知作業の段階でのさまざまな問題点、その課

題と対応についてお答えいたします。 

  マイナンバーをお知らせする通知カードは、こ

とし10月以降に市が業務を委託します地方公共団

体情報システム機構というところから個人に対し

送付されます。その通知の際には、個人番号カー

ドの申請書が同封され、個人番号カードを希望す

る人には、来年１月以降に順次交付されることに

なります。 

  通知カードにつきましては、住民票の住所へ送

付されることになりますので、住民票の住所と異

なるところにお住まいの方には、実際にお住いの

ところに住民票を移していただく必要があります。

このことについては、広報やホームページで周知

を行っているところであります。 

  また、通知に対する問い合わせや返戻分の処理

に伴う実態調査及び戸籍付票等の確認、個人番号

カードの交付においては、本人確認や暗証番号登

録、印鑑登録証の機能付加作業など、相当の事務

の増加が見込まれ、窓口の混雑が予想されます。

これらにつきましては、職員の研修の実施や特設

窓口の設置など、さらなる検討をしていきたいと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。それでは、一括して再質問のほうに移ら

させていただきます。 

  まず、⑴と⑶についてなんですが、今回のマイ

ナンバー法では、対象範囲は主に税と社会保障分

野における行政事務に限定されておりますが、法

の施行後３年をめどに利用事務の拡大を目指すこ

とをマイナンバー法の中で明言していることから、

平成28年１月以降の利用開始に向けて準備が進め

られているものと認識しております。 

  こちらでは、１点だけなんですが、９月議会に

先ほど答弁の中で上程される条例の改正につきま

しては、この後、質問の項目に入っております情

報の管理についても明記されるのかどうかをお伺

いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） ９月議会で条例改正を予

定しているものにつきましては、個人情報取扱事

務届け出書というのがございまして、その中に基

本的事項ということで、個人情報の記録事項とい

うのがありまして、氏名とか性別、生年月日等、

そういった項目があるわけですけれども、その中

に個人番号という項目が加わるというようなもの

が主な改正となります。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） じゃ、大まかに改正をす

るというわけではなく、今の１項目が小規模な改

正ということで理解してよろしいでしょうか。了
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解をいたしました。 

  それでは、⑵のほうの再質問に入らさせていた

だきます。 

  まず、先ほど答弁の中に地方公共団体情報シス

テム機構により、個人に対し通知カードが送られ

てくるということですが、どういった手法で送ら

れてくるのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 通知カードの作成

につきましては、全国の市区町村が先ほど申し上

げました情報システム機構に委託をするというよ

うな形をとりまして、そこで一括して作成をして

郵送、内容証明あるいは簡易証明、そこら辺詳し

いことちょっとわからないところがあるんですが、

そういうような形で郵送するという形で送られる

というふうに聞いているところでございます。 

  以上でございます 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 郵送で送られてくるとい

うことなのですが、その個人のお宅であったり、

住んでいらっしゃる地域に郵便局員が配達に行っ

たときに、受け取ることができない方もいらっし

ゃると思うんですが、郵便の期間というか、配達

にかかわる期間というものはどれぐらいとってあ

るのかというのをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 通常の郵便ではな

く、何らかの書留等の郵便になるというふうに思

うんですけれども、郵便ですから当然配達いただ

いて、本人が受け取るというような形をとらなけ

ればならない。ただ、置いてきてしまうというわ

けにいかない郵便になるのかなというふうに思い

ます。 

  その際に、その郵便を郵便局がどれだけ保管を

しているかというようなお尋ねかと思いますけれ

ども、そこまでのこと調べておりませんけれども、

通常の書留等の取り扱いと同じになるのかと想像

しているところでございますけれども、申しわけ

ございません、ちょっとそこまで調べていなかっ

たものですから、ご容赦いただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 期間的な問題というもの

は調べて例えば周知なりしておかないと、郵便は

確かに郵便局が配るものとはいえ、何カ月間か多

分お宅にそういった配達記録とかも置いてあると

思いますので、ぜひ番号カードだけは受け取って

くれという話をしないと、この法案自体の流れが

初期の段階からのところでずれ込んでしまうと思

いますので、できれば後で教えていただければと

思います。 

  そういったところも鑑みまして、不在あるいは

住所の変更がされていなくて、期間が過ぎてしま

い、届けられなかった場合の対応についてなんで

すが、届かなかったよと、例えばシステム機構か

ら情報の提供があるのかないのか、そしてそれを

もし受け取れた場合は、そういった対応をどうす

るのか、そちらをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 通知カードを送付

するというのは、先ほど申しましたように一括委

託しています情報システム機構のほうで行います

けれども、最初の答弁の中で返戻分の調査という

ようなことを申し上げましたけれども、届かない

ものにつきましては、それぞれ担当というか住民

票を管轄しております市区町村のほうへ戻ってく

るというようなことになります。そうしますとそ
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れぞれ実態調査をいたしまして、再送付をすると

いうふうなことになっていくところでございます。 

  全ての案件を把握できるかどうかというのは、

実際ふたをあけてみないとわからないところでご

ざいますけれども、１件でも届かないものが少な

くなりますように実態調査、先ほど申しましたよ

うに戸籍の付票の確認ですとか、現地に赴くとか、

そういう調査をしながら、届かないものが１件で

も少なくなるように努めたいというふうに思って

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今部長のご答弁ありまし

たとおり、実際一番最初は委託して一括で送付す

るということで、送られた日とかどそういった情

報が入ってくると思うんですけれども、届く届か

ないなどの期限自体に多分タイムラグが出てくる

と思いますので、そういったところぜひ調べてい

ただいて、市区町村に返ってくるということです

から、今度は間違いなく調べることだったり、地

域であれば、皆さん住所を把握している方々がい

らっしゃると思いますので、情報の確認はできる

と思いますので、ぜひ安全に届けていただきたい

と思います。 

  今何回か出てきました地方公共団体情報システ

ム機構、こちらのほうに委託をしてということで、

これ全国的に使われている機構だと理解してよろ

しいでしょうか。 

  こういった団体に委託をしているという項目が

ありましたが、この後の情報漏えいと関連はする

んですが、こういった機構のほうの情報漏えい等

のチェック等を本市としてはできる体制であるの

かあるいはそういった確認等、取り決め等は行っ

ているのかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） まず、地方公共団

体情報システム機構でございますけれども、この

機構はそれを成立させるための法律というのがで

きてございますけれども、成立させて構成をして

いるというのは、全国の市区町村も入った形で法

律に基づいて組織化されたものでございます。当

然番号が１人１つ、同じものが必ずつかないよう

にということで、１カ所で情報管理をしませんと

困るということから、そういう機構が取り扱うと

いうことになってございますけれども、今ご質問

いただきました機構の情報管理のことでございま

すけれども、その前にマイナンバーが導入されま

すと、最初に一括して番号をつけるという作業を

する。 

  それから、新たにどんどんお子さんが生まれて

きますので、番号をつけるというような作業がご

ざいますけれども、そのためには住民基本台帳ネ

ットワークシステムコミュニケーションサーバー

というのを国のほうで準備をしてございまして、

これは専用回線で結ばれてございます。専用回線

ということで、一般のインターネットにはつなが

っていないという環境であり、情報漏えいも起き

ないということを国が実証してきているというふ

うに聞いているところでございます。 

  ご質問の通知カード、個人番号のカードの作成

も同じでございますが、情報システム機構に委託

をするというところで、そこの情報の管理につい

てはどうなのかということでございますけれども、

今回国民年金機構のほうでああいう事件があった

ということを受けてかと思いますけれども、機構

のほうからは、安全管理を徹底して行っておりま

すということで、ご心配なくというようなことで

通知が来ているところでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ４番に移る前であれなん

ですけれども、そういったお手紙が来たというこ

とで、それで安心していいかどうかちょっと微妙

なところでもあるんですけれども、全体的に全国

でそういった機構がある中での情報漏えいがもし

発端した場合には、必ず全市町村にも危険が及ぶ

というところもあると思いますので、１回線、単

独回線ということで情報の管理のやりとりができ

るということがわかっている以上、多分そういっ

たサーバー攻撃をする方々はおもしろがって、そ

ういったところにもチャレンジしてくるんではな

いかと。入れないと言っておきながら入れる方法

をつくっていくのがサイバー攻撃だと思いますの

で、そういった情報漏えいであったり、那須塩原

市の個人情報、市民の方の情報が何かしらあった

ときというときの取り決め等であったりというも

のは、現時点ではないにしても対策を取り決めて

おいていただいたほうが、速やかに迅速に有事の

際には連携がとれて対策ができると思いますので、

頭の片隅にでも置いておいていただければと思い

ます。 

  それでは、⑷の情報漏えいの危険性とその対応

についてということで、こちらも今部長のほうか

らご答弁の中にありましたとおり、報道であった

日本年金機構の情報漏えい問題は、125万人分の

情報漏えいという恐ろしい事態を招いてしまいま

した。今後この問題から、あらゆる事態が起こる

ことも予想されます。 

  そこで、本市においてのデータ管理の対策を具

体的にお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） データ管理ということで

ございますけれども、情報セキュリティー対策の

基本ルールを本市は定めておりまして、那須塩原

市情報セキュリティーポリシーというものをつく

っております。それに基づいて実施をしていると

いうことで、そのデータは課長と所属管理者が指

定する業務の範囲内において利用し、指定する場

所に保存することとなっております。 

  また、個人情報を含むデータにつきましては、

その複写、移動及び削除に当たっては、所属管理

者の許可を必要とする運用となっております。 

  特に問題として指摘されるＵＳＢメモリにつき

ましては、許可制をとっておるということでござ

います。それらのセキュリティーポリシーが適正

に行われているかということのチェックを企画部

の情報担当のほうで監査を行っております。 

  マイナンバー制度導入におきまして、より厳重

な管理を求められるということから、セキュリテ

ィーポリシーの厳格化及び高度なセキュリティー

対策の導入もこれからまた検討をしていかなけれ

ばならないかなというふうには思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） これから始まるマイナン

バー制度におきましての質問ということだったん

ですけれども、今回通告をした後にこういった問

題が起きましたので、今回は今言っているとおり

情報漏えいのほうにウエートを置いて質問させて

いただいております。 

  それでは、もう一つですね。今の部長の説明も

そうなのですが、先ほどの保健福祉部のお互いの

情報を扱う機関として、今後の対策として企画部

と保健福祉部での対策並びに連携についてお伺い

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 現在本市の状況では、住

民情報とか税情報を扱う基幹系システムというこ
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とと、パソコンでの日々の一般的な業務を行う外

部とのメール等のやりとりができる情報系のシス

テムということは連動していませんので、外部か

ら直接基幹系システムの市民の方の個人情報がそ

っくり抜き取られるというようなことは考えにく

いと思っております。 

  ということで、その住民情報等を扱う保健福祉

部、また社会保障関係のいろいろなデータを扱う

保健福祉部とは、連携をそういったところでは密

に情報漏えい等が起きないような対策を打ってい

かなければならないだろうというふうには思って

いるところでございますけれども、万が一その情

報系のパソコン等でウイルスに感染するというよ

うなことがあっても、それを拡散しないような対

策等もとっているということで、これからウイル

ス対策というのは、イタチごっこじゃないですけ

れども、サイバー攻撃にしろいろいろ考えてやっ

てこられるということがありますので、その辺と

しては高度なセキュリティー対策の措置の導入も

検討を視野に入れながら進めてまいりたいという

ふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 今部長のほうから連携に

ついてお伺いいたしました。今回の年金機構の問

題は、国民に不安感を植えつけてしまったことに

もなっておりますが、事の始まりは今ご答弁であ

りましたとおり、メールを開いてしまったことで

ありました。管理がずさんであったことというこ

ともありまして、明らかにヒューマンエラーであ

ったことが否めないと思っております。 

  本市、那須塩原市のセキュリティー面に関しま

しては、現段階でできる最高の体制を敷いている

ということ、また国からの情報等で新しいセキュ

リティー等の対策を進化させていくことなどを知

ることができました。 

  本市では、こういった事例が出ないように万全

の体制をつくり、しっかりとＰＲしていただきた

いと思います。市民の方の不安を払拭できるよう

に、現在のセキュリティーでできる限りのことを

行うということを改めて情報発信していただきた

いと思います。 

  続きまして、⑸についてなんですが、今後もこ

のマイナンバー制度の周知がされていくと思いま

すが、パンフレット等では、一番最初の通告にも

ありましたとおり、３つのメリットとして市民の

利便性向上、行政の効率化、公平、公正な社会の

実現とうたっております。 

  最終的な目的は、個人番号カードの普及である

ということだと思いますが、最後にこの個人カー

ドの普及を目指したＰＲについての取り組みにつ

いて具体的にお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 個人番号カードの

普及につきましては、個人番号カードの申請ある

いは交付を担当しますこちらから、私どものほう

からお答えをさせていただきますけれども、まず

何といいましても個人番号カードというものが現

在磁気カードで行っておりますコンビニにおける

証明書の交付を受けられる。それから印鑑登録証

等の機能を付加することができる。また、もう少

し先になりますけれども、さまざまな機能の追加

ができると、大変便利なものである。 

  それから、顔写真入りのカードになりますので、

本人を証明するカードとしても大変有効なもので

あると、こういうことをまずご理解いただく、そ

ういうことの周知についてはずっと続けていく必

要があると思っております。 

  また、さらに加えて、申請のやり方というのは

全国一律、同じ方法でやりますので、うちだけ独
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自の方法というわけにはいきませんけれども、申

請に当たりましては、なるべくわからないことを

丁寧にお教えするとか、場合によっては写真撮影

に協力するとか、そこまでできるかどうか検討中

でございますが、なるべく申請のほうの体制も整

えまして普及には努めたいというふうに思ってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。市民への周知は既に行っていることは承

知いたしておりますが、今後10月から通知カード

が届き、来年１月から希望者ですね、個人番号カ

ードの交付に関しましては、先ほどご答弁いただ

いたとおり、情報の安心に関しては万全を来して

安全であると、そういったものも広報に盛り込ん

でいただきまして、市民にもこのカードが便利で

あるといったＰＲに努めていただくことをお願い

申し上げまして、この項の質問を終了させていた

だきます。 

  ２、安全なまちづくりについて。 

  全国各地で子どもが狙われる凶悪犯罪が続発し

ている中、本市においては幸い凶悪な事件の発生

はありませんが、その前兆とも言える不審者によ

る子どもに対する声かけ事案等は発生しておりま

す。 

  地域の防犯活動をより強固にするため、犯罪の

予防を目的とした防犯カメラの設置を考えていく

ことが必要であると思うことから、以下の点につ

いてお伺いいたします。 

  ⑴本市における防犯カメラの設置状況について

お伺いいたします。 

  ⑵防犯カメラ設置にかかわる効果と問題点につ

いてお伺いいたします。 

  ⑶小中学校への設置状況についてお伺いいたし

ます。また、今後の設置予定があるかどうかお伺

いいたします。 

  ⑷本市の防犯カメラ設置について将来的な普及

の考え方をお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 齊藤議員に私からもお答え

をいたします。 

  安全なまちづくりでございますが、⑴の本市に

おける防犯カメラ設置状況ですが、黒磯駅東西連

絡橋に13台、西那須野駅の東西連絡橋に14台を設

置し、それぞれ黒磯駅前交番と西那須野交番でモ

ニター監視を行うことにより、那須塩原警察署と

連携した運用を行っております。 

  また、⑵の防犯カメラ設置にかかわる効果と問

題点ですが、効果といたしましては自転車の盗難、

傷害等事件、女性、子どもに対する脅威事案が減

少しているとの報告を警察署から受けているとこ

ろであります。 

  また、問題点としましては、知らないうちに自

分の姿が撮影され、目的外に利用されること等に

不安を感じる市民の方もおりまして、扱い方によ

ってはプライバシー及び肖像権を侵害するおそれ

があるため、個人情報の取り扱いに細心の注意を

払う必要があることなどが挙げられております。 

  また、⑶の小中学校への防犯カメラ設置状況に

ついてもお答えいたします。 

  市内小中学校32校のうち、防犯カメラを設置し

ている学校はありませんが、夜間のいたずら防止

などを目的に監視カメラを設置している学校が数

校あります。日中は教職員がおり、門扉を閉めて

授業を行うことで、児童生徒の安全を確保すると

ともに、夜間は警備を委託していることから、今
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のところ防犯カメラや監視カメラを新たに設置す

る予定はございません。 

  次に、⑷の防犯カメラの設置について将来的な

普及の考え方ですが、現時点での設置の予定はあ

りませんが、今後犯罪の推移を見ながら那須塩原

警察署と協議をし、適切、効果的に活用できるよ

う、さらには犯罪等の抑止につながるよう検討を

重ねていきたいと思っています。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 市長、ご答弁ありがとう

ございます。 

  それでは、関連がございますので、一括にて再

質問させていただきます。 

  先ほどの答弁にて設置状況をお聞きいたしまし

た。通告をしてから気づいたところなのですが、

カメラには防犯カメラという中でも監視カメラと

いう種類もございまして、設置されている機材を

見てみますと、どちらも同様なものを使用してい

るようですが、本市においてどのように区別され

ているのか、また市の状況をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 監視カメラにつきま

しては、それぞれの所管の中で担当しております

が、発言を求められましたので、防犯カメラを所

管いたします生活環境部のほうからまとめた形で

お答えのほうをさせていただきます。 

  先ほど市長がお答えいたしましたとおり、本市

が防犯カメラとして設置しておりますのは、黒磯

駅東西連絡橋に13台、西那須野駅東西連絡橋に14

台、２つのエリアに27台設置しております。設置

目的は、不特定多数の方々が利用される場所にお

いて、犯罪の抑止、これを目的としています。 

  それに対しまして、一方監視カメラにつきまし

ては、必要とされるその目的とする施設の安全管

理、防犯等のために常時監視することができるよ

うに設置されているものでございまして、本市に

おきましては市庁舎、支所並びに駐輪場、駐車場、

博物館、文化会館、運動場や浄水場等の施設、ま

たさらには市内数カ所に私どもが所管しておりま

すごみの不法投棄、この監視のために数台を設置

しております。その数は全部合わせまして110台

を超えて設置されております。 

  なお、防犯カメラは抑止ということもございま

すので、その設置場所を明らかにする、そういっ

た存在形態をとっておりますけれども、監視カメ

ラはどちらかというと監視を目的としているため

に、その中には存在が判明しにくい、いわゆる外

から見てわかりにくくなる、そのような形態をと

っているところもございます。 

  私のほうからは以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご説明いただき

ました。 

  今の説明を聞くと、防犯カメラと監視カメラに

ついては、その設置目的やその使用によって区別

されているということで理解してよろしいでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） そのようにご理解く

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） それでは、もう１点だけ、

防犯カメラは警察署と連携しているとのことでし

たが、監視カメラについては、警察署との連携は

どのように取り扱われているのかお伺いいたしま

す。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 先ほどからお答えし

ておりますとおり、防犯カメラは警察、交番それ

ぞれ黒磯駅におきましては黒磯駅前交番、西那須

野駅に設置してあるものにつきましては西那須野

交番において、それぞれモニター監視を行い防犯

に努めているところでございますが、監視カメラ

につきましては、特定の施設等の管理という点か

ら一部駅周辺の駐輪場、これ以外につきましては

管理を設置者が行うものということにしておりま

すので、必ずしも警察署との連携はしておりませ

ん。そのようにご理解のほうをお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ご答弁ありがとうござい

ました。 

  通告では防犯カメラということでうたっておき

ながら、監視カメラというところまで伺ってしま

いましたが、どちらも安全なまちづくりという観

点で捉えていただきたいと思います。ありがとう

ございました。 

  ただいま答弁にあったように、防犯カメラと監

視カメラでは、まずその設置目的が大きく違うと

ご答弁されておりました。辞書で引いてみると、

防犯とは犯罪を防ぐこと、そして監視とは警戒し

見張ることとあるように、防犯カメラは犯罪が起

きてほしくない場所へ目立つように設置する。監

視カメラは、犯罪が起きた場合に誰が犯行に及ん

だのか調べるために置かれるというふうに書いて

ございます。 

  今回は、この防犯カメラのほうにウエートを置

いて質問させていただいております。 

  続きまして、⑵のほうについてですが、先ほど

の答弁にて自転車の盗難や傷害事件等の脅威事案

が減少しているとの報告を警察署から受けている

とありましたが、具体的にどのような変化が見ら

れたのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） お答えいたします。 

  ２つのエリアの防犯カメラですが、平成26年度

に更新、新設によって現在のような状態になって

おります。そこを基準に設置前８カ月と設置後８

カ月を比べますと、これは警察の発表でございま

すけれども、黒磯駅周辺という表現をさせていた

だきますが、設置前が14件、設置後が10件、西那

須野駅周辺では設置前が７件、設置後が３件、こ

のように変化しております。 

  また、防犯関係のこの会議におきまして警察の

安全課長の中から、防犯カメラの設置がふえたこ

とによって犯罪件数が減ったという、そのような

一談話も受けております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 防犯カメラとしての機能

を最大限に生かした活用であって、人の目だけで

は足りない部分を補う意味では、十二分に活用さ

れているということだと思います。理解いたしま

した。 

  続きまして、⑶についてお伺いいたします。 

  ご答弁の中では、設置の予定はないとご答弁を

いただきました。保護者の中では心配されている

方もおりまして、防犯カメラの設置を要望されて

いる方もいらっしゃいます。 

  そこでまず、防犯カメラの設置について、そう

いった要望などはあったかどうかをお伺いいたし

ます。 

  また、現在の対応についてもお伺いいたします。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） まず、保護者からの防犯

カメラ設置に対する要望ということでございます

が、直接的に教育委員会にはまだそういう情報は

入っておりません。 

  それと、その対応ということでございますが、

先ほど市長からの答弁にもありましたように、一

部監視カメラ等はありますが、基本的には授業中、

学校に子どもたちがいる間は門扉を閉めるとか、

先生方はもちろんいらっしゃる。それと夜間につ

いては民間の警備会社に委託をして監視をしても

らっておりますので、当面については先ほどの答

弁と同様、設置するということは考えておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 確かに昼間の管理体制に

つきましては、私も以前に学校の体制とかでそう

いった侵入防止とか、いろいろな先生たちの訓練

とかそういったものをお聞きしていますので、対

応にしては安全に来しているというところもある

とは思うんですが、先ほど申したとおり、抜けた

穴の部分ということと、犯罪の抑止力というとこ

ろで、先生たちがいるから人は来ないという時代

でも今はない。いる中で堂々と起きる事件という

のもありますし、そういったものがあることによ

っての抑止という意味では検討していくことも必

要なのかなと思いまして、再度お伺いさせていた

だきました。 

  現在はそういったさまざまな手法で子どもたち

の安全に取り組んでいただいておりまして、必要

性はないと考えているところも承知でありますけ

れども、今言ったとおり将来的なことに視点を向

ければ、地域の方々を含めさまざまな方の連携に

より地域、学校であったりそういった公共の場を

守っていくのには限界があると、そう思っており

ます。そういった抜けたところの部分を補ってい

ただくというためには、こういった防犯カメラ等

の設置は必要じゃないかと思っております。 

  防犯カメラの効用は、犯罪の起きにくい地域環

境づくりを進めるために、欠くことのできない重

要なツールになっていくと考えることができます。 

  今後ともこの市に住む人々が安全に安心して暮

らせるよう不審な場所の検討あるいは防犯カメラ

の設置を検討していただきたいと思っております。 

  続きまして、⑷につきましてお伺いいたします。 

  防犯カメラの設置につきましては、将来的な普

及の考え方を答弁されておりまして、今後の犯罪

の推移を見ながら、那須塩原警察署と協議をして、

適切かつ効果的に活用できるよう、さらには犯罪

等の抑止につながるよう検討していくとご答弁い

ただきましたが、公共の場についての設置に関し

てはどのような考えを持っているのかお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 公共の場という観点、

くくりになりますと、かなり広くなっております。

先ほどの監視カメラの設置状況を見ましてもいろ

いろな施設がございまして、そこに設置いたしま

した。その施設を管理する部分とそれから防犯、

いわゆる犯罪を抑止するという、類似する部分も

ございますけれども、その目的が少々異なってく

る。いわゆる防犯ですと、警察とどうしても連携

する、いわゆる犯罪を抑止すると同時に犯罪を未

然に防ぐ、いわゆる犯罪を今犯しそうなその部分

についても、先ほどの減少の中に、例えば自転車

盗難という、持ち主ではない不審な動きをするそ

ういう者の姿が見られたことによって、警察官が
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そこに駆けつけて犯罪を未然に防いだというそう

いうこともございます。 

  公共施設に防犯カメラを勝手に市サイドの中だ

けで設置することは、到底ちょっと難しくござい

ます。 

  今後、しかし安全なまちづくりの中で、じゃ難

しいからそのままにしておいていいのかというこ

とは、そのようなことは決してあってはならない

部分でありますし、考え方からもその部分は外せ

ない部分があると思います。 

  今後とも市といたしましては、警察のほうと連

携しながら、常にそういう会議もございますし、

また全国には本市と類似するような条件の市町が

ございますので、そういったところの状況につき

ましても参考として取り入れて、今後検討してい

きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきましてあ

りがとうございました。 

  すぐにではというよりは、この先ということで

考えていっていただけるということで、地域の実

情を見まして、防犯カメラの設置台数が多いとこ

ろというのは、大都市圏であって、人がたくさん

いるところというイメージのほうが私的には強い

イメージがあります。 

  この地域、東京とか大都市に比べればまだまだ

田舎ではありますが、人々が行き交う、そういっ

た公共の場において、全部を設置すれば確かに見

える光景みたいなものは、そんなに犯罪があるの

というようなのを逆にＰＲしてしまうようなとこ

ろもあると思うんですが、つけることによって周

知を図るというものは、皆さんが頭に入っている

道具ですから、そういったものを逆に使って、そ

れに頼るばかりではなく、そういったもので補足

をしていく、そして安全を確保していくというと

ころに関して検討していっていただければと思い

ます。 

  何度も申しましたが、犯罪抑止に向けた取り組

みの一つとして、防犯カメラは被害の未然防止や

犯罪発生等の的確な対応に有効であると考えてお

ります。 

  地域の住民の方々や通行人等の安心感を高め、

防犯意識の高揚を図るとともに犯罪抑止に大きな

効果があるなど、防犯上、非常に有効な設備であ

ると考えております。 

  そして、この防犯カメラは、地域の安全を守る

抑止力として必ず役に立つと考えております。カ

メラというだけで嫌う方もいらっしゃるでしょう

けれども、犯罪の抑止力、まさしく防犯の意味で

の先行投資に関しまして、今後しっかりと安全対

策の一つとしてアンテナを張っていただきまして、

検討課題として取り入れていただき、少しずつで

も設置に向けて前進していただけるよう要望いた

しまして、この項の質問を終了いたします。 

  続きまして、３、本市の道路の安全標記につい

て。 

  子どもたちの登下校中の事故報道が絶えない中、

本市においても通学途中の子どもが車と接触する

事故があったことは、記憶に新しいと思います。

歩行者等を事故から守るためにあるいはドライバ

ーに注意を喚起するために、本市の道路には市民

の安全を守るための各種標示がされておりますが、

特に通学等で使われている頻度が高い幼稚園、保

育園を含む学校周辺の通学路での対策について、

新たな改善の必要があると思うことから、市の方

針について以下の点をお伺いいたします。 

  ⑴幹線道路は除き、園や学校周辺には原則的に

通行規制を行い、車が通行しないようにするなど、

市としての通学時の安全のための方針はあるか、
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お伺いいたします。 

  ⑵子どもたちの安全を確保する対策の中に、道

路の区画線の標示がありますが、道路管理者が設

置できる区画線と公安委員会が設置する区画線の

違いについてお伺いいたします。 

  ⑶通学路において、道路沿いには、よく通学路

標示等は見受けられますが、ドライバーへ最も周

知しやすい道路面への標示を行うべきではないか

と考えますが、お伺いいたします。 

  ⑷道路の幅員が狭く、近くに車両の通行に支障

がない程度の道路がある場合、交通規制を行うよ

うに関係機関に働きをかけるべきだと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

  ⑸本市の園や学校周辺地域でスクールゾーンの

設定についての考えはあるかお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 本市の道路の安全標記に

ついて、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の市としての通学時の安全のための

方針はあるかについてお答えいたします。 

  本市においては、平成26年７月に通学路の安全

確保に関する取り組みといたしまして、那須塩原

市通学路交通安全対策プログラムを策定し、この

計画をもとに通学時の安全対策に取り組んでおり

ます。 

  プログラムの内容は、危険箇所の把握などの定

期点検の実施、対策が必要な箇所や交通規制等の

検討、また優先順位を設定して計画的な対策の実

施となっております。 

  次に、⑵の道路管理者が設置できる区画線と公

安委員会が設置する区画線の違いについてお答え

いたします。 

  道路管理者は、道路法に基づく白色の車道中央

線や車道外側線などの主に交通規制が伴わない区

画線を設置し、公安委員会は、最高速度など主に

交通規制が伴う区画線を道路交通法に基づいて設

置することになっております。 

  また、通学路マークなど、運転者に注意を喚起

するための区画線は、道路法及び道路交通法に基

づかない法定外標示として、道路管理者及び公安

委員会双方が設置できることになっております。 

  次に、⑶のドライバーへ通学路であることを周

知するため、道路面へ通学路を示す標示をすべき

ではないかについてお答えいたします。 

  通学路を示す路面標示につきましては、道路の

状況によっては、標識による標示に比べ、通行す

るドライバーに対して通学路であることをより強

く認識させ、注意を喚起する効果があると考えま

すので、道路状況に応じた路面標示を検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、⑷の関係機関に対する交通規制の働きか

けについてお答えいたします。 

  通学路の通行実態、道路の構造、地域住民や学

校等の意見を総合的に判断して、通学路の危険回

避のため、必要性が高いと認められる場合には、

交通規制について関係機関に働きかけを行わなけ

ればならないと考えております。 

  次に、⑸本市のスクールゾーンの設定について

お答えいたします。 

  本市の小学校においては、スクールゾーンの設

定は済んでおり、現在は那須塩原市通学路交通安

全対策プログラムに基づいて調査を実施し、その

結果をまとめた那須塩原市通学路安全点検一覧表

に基づき、対策の必要な箇所については通学路等

の安全確保を進めているところですので、新たな

スクールゾーンの設定につきましては、必要性を

見きわめながら検討してまいりたいというふうに
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考えております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ましたありがとうございました。 

  それでは、全てに関連がございますので、一括

にて再質問をさせていただきます。 

  まず、⑴につきまして、那須塩原市通学路交通

安全対策プログラムのお話がありましたが、こち

ら確かに手元のほうで私も拝見させていただきま

した。見ると、定期的な合同の点検ということで、

原則３年に１回のペースで行われているというこ

とでありますが、対策の実施に当たっては優先順

位を設けているとのことですが、この基準につい

てお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） この優先順位につきまし

ては、各学校の校区内を点検いたしまして、そち

ら学校ごとに順番を出していただいたものをもと

にまとめまして、それが優先順位という形でもっ

て対策を講じているということであります。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  学校側で提示してきたその順番という意味です

か、ありがとうございます。また市のほうで何か

優先順位を、前回の道路の質問になっちゃうんで

すけれども、決めているのかなと思いましてお聞

きいたしました。 

  そこで、このプログラムの中なんですが、那須

塩原市通学路合同点検箇所対策一覧表、こういっ

たものが添付されて、ＰＤＦファイルでネットに

載っているんですけれども、関係機関で共通認識

を図っていると書かれておりましたが、平成26年

度の対策表に書かれた要望危険箇所の全地区合計

が実に121カ所もあります。それぞれに通学路の

状況や危険箇所が書かれており、また対策等も書

かれてあることから、情報を把握するものとして

はすばらしいものと私も感じております。 

  ただ、これらの場所に関しては、この点検が例

えば24年から始まったとは言いながらも、ひょっ

としたらもっと前から危険箇所として報告や要望

があったかもしれないところがあると思います。 

  今後はこの表をその危険箇所等をさらなる見え

る化を目指すという観点で、上がってきた登録日、

こういったものを記載していただき、周知を図っ

ていくことも必要だと考えますけれども、所見を

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） これにつきましては、私

のほうでも表について実施状況であるとか、それ

からいつごろからこういう要望がされているか等

については、記載がございませんので、こういっ

たところについてはもうちょっと工夫をしまして、

今後ほかの方が見てもわかりやすいようなものに

する必要があるのではないかというふうなことは、

ちょっと検討してまいりたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 部長、ご答弁ありがとう

ございます。 

  このプログラムの中で進捗がわかるよう進む対

策、進まない対策の理由もさながら、時期がわか

ればさらなる理由の絞り込みにもつながると思い

ます。ぜひ登録された日付の記入を推進していた

だくということなので、市民が情報をしっかりと

読み取れるような形で流して、情報公開していた

だきたいと思います。 
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  続きまして、⑵でありますけれども、よく見か

ける道路標示に関しましては、私のほうがなかな

か引いてもらえない実情があるのかと思いまして、

公安委員会がかかわっているものかと最初は理解

しておりましたので、そういった申請等が絡むこ

とによって、なかなかそういった区画線の整理、

線引き等が進まないと思っておりました。 

  今のご答弁をお聞きした中で確認ですけれども、

規制が伴わない区画線に関しては、道路管理者が

引けるという解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいま議員がおっしゃ

られたとおり、規制が伴わないものにつきまして

は、道路管理者のほうで設置できます。例えば道

路でちょっと見かけたことがあるかと思いますが、

まず通学路のマークですとか速度を落とせあるい

は通学路注意、スクールゾーン、それから歩道が

整備されていない道路で、道路の路肩部分に緑色

の標示がされていることなんかを見たことがある

かと思いますが、こちらも道路管理者のほうで引

けるものということであります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 丁寧なご説明ありがとう

ございます。 

  その中でもう一つ、ちょっとお聞きしたかった

んですが、自転車等の通学といったような例えば

大都市圏のほうでは引いてあるんですけれども、

そういったマークも道路管理者のほうで引けるの

か、１つお伺いしたいんですけれども。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） こちらは歩道と同じよう

に、自転車道、自転車の通行帯を決めて、そうい

った道路に対しまして標示をするものですので、

そういった自転車通行帯等の区画を設けられるよ

うな道路につきましては、管理者が引けるものと

いうふうなことだと思いますが、今そういう通行

帯を分けて引けるような道路がなかなか市内でな

いものですから、実際にはそういったものは少な

いという現状であります。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ご答弁ありがとうござい

ました。 

  こちらの今の自転車の標示に関しましては、ち

ょっと余談になってしまうんですが、６月１日か

ら道路交通法の改正がございまして、自転車は軽

車両の扱い、きのうもちょっと交通事故で77歳の

方が千葉県のほうでイヤホンを差していた青年の

運転の自転車で亡くなってしまったということが

ありまして、これ厳格な法令の対象の年齢が14歳

ということで、中学生が絡んできてしまうことも

ありまして、今部長が言われたとおり大体の歩道

には、歩道が設けられている場所には、大人が子

どもと手をつなぐマークあるいは自転車のマーク

で看板が設置されているんですけれども、たまに

抜けているところがあったり、あとは歩道が欠け

てしまったときに、子どもたちはどっちを走った

らいいのか、そういったところがありますので、

この後出てくるグリーンベルトもそうなんですが、

そういったところをしっかり道しるべをつくって

あげないと、子どもたちが指導を受けてしまう可

能性があるというところもございますので、きち

んと自転車に乗って通学している子どもたちを惑

わせないように早目の対策をお聞きしたくて、ち

ょっと自転車のほうのマークも聞かせていただき

ました。ありがとうございました。 

  それでは、⑶のほうに進ませていただきます。 
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  こちらは、道路標示等につきましてご検討いた

だけるようということで、ぜひ道路状況に応じた

対応をお願いしたいと思いますが、現在は昔なが

らの標識や場所をとらないスリムな巻き看板とい

うものがついている場所が見受けられます。看板

はドライバーへの周知であり、今回の道路の標示

というものは、それぞれの周知を図れるメリット

があると思っております。 

  先ほど部長のほうがご答弁なさいましたグリー

ンベルトというものに関しましては、道路管理者

のほうで引けるということで了解しております。 

  ただ、このグリーンベルト、ラインの太さ、側

道の白い線の場所ですね。あいている敷地の太さ

に限らず、各地域で対策として見受けることもで

きるんですが、幅員が狭い道路については、車の

走る部分を広くとってしまうために路側帯の外側、

要はその外側を人が歩くわけですが、そういった

歩行場所が狭くなっている場所があります。そう

いった場所であってもグリーンベルトは引くこと

が可能なのか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） グリーンベルトは道路の

状況に応じて引けるということになっております

ので、どこでもというふうなことにはならないか

もしれませんが、一応通行量ですとか、それから

歩行者の数ですとか、そういった危険の度合いを

総合的に判断した上で、そんなに広いグリーンベ

ルトが引けなくても、そういったものについては

道路の状況に応じて考えていきたいというふうに

考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 先ほど安全対策表の一覧

を見ても、歩道の設置の要望をされている場所が

たくさんありました。歩道を設置するという要望

があっても、全てを解決するまでには大変な予算

と日数がかかってしまう、そういったところがあ

りますので、歩道の設置は確かに理想であります。

ただ、通学路としては、歩道の設置は最適な方法

ではありますが、それができるまでの対策として、

このグリーンベルトを引いていただくことは、大

変有効な手段と考えておりますが、お考えのほう

をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 議員がおっしゃられたと

おり、歩道につきましては最終的な道路の整備、

歩行者の安全対策というと歩道の整備が最終的な

形になるというのは間違いないことでありますが、

予算ですとか、あとは用地の確保、そういったも

のもありますので、なかなかそういった進まない

状況にあります。 

  そういったところから、学校周辺ですとか、通

学路等におきましては、できるだけ通学路の標示

ですとか、グリーンベルトの標示など、注意喚起

のためにかなり有効だと思いますので、そういっ

た路面標示については検討していきたいというふ

うに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） ご答弁ありがとうござい

ました。ぜひ最終目的は歩道の設置としてそのま

ま続けていただきまして、そこまでの目標として

グリーンベルトの設置を推進していただきまして、

視覚的効果で子どもたちには歩く場所の道しるべ

として、ドライバーには人が歩く部分としての認

識を持ってもらえるよう、そしてお互いが加害、

被害にならないように、また全部はいかなくても

心配する保護者の不安、それを１つでも取り除く

ためとしてこういった対策を打ち出していただき

たいと思っております。 
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  続きまして、⑷につきまして、こちらもご答弁

いただきましたが、１つの手段としては有効であ

る。そして例えば通学時間中でこちらの対策を行

っている場所も見受けられております。道路の広

がる余地がない場所での対策としては、近くに迂

回路のできる場所があるときには、ぜひ関係機関

との協議を行っていただきまして、一つの解決策

として実行していただければと思います。 

  最後に、⑸についてです。 

  先ほども申しましたが、121カ所もの要望が出

ており、通学に関して危険箇所の対策は相当ご苦

労なさっていると感じております。場所によって

は、国や県などの幹線道路ともなると、それこそ

対応が難しいところがあると思っております。 

  そこで、今回の質問の趣旨ですが、スクールゾ

ーンの設置ということで表現をしてしまいました

が、イメージをしやすくするために伝えてこう書

いてしまったんですが、新たな言い方というか、

想像してほしい言い方で考えますと、スクールの

エリアの設定というような感覚でございます。 

  こちらは、本市の各学校に当てはめてみますと、

学校の近辺には学校が近くにあることを知らせる

ものが極端に少ないと感じました。そこまで通っ

ている子どもたちが通学路として歩く場所への道

路標示や標識の数がばらばらでそろっていないと

いうところも見受けられます。 

  そこで例えば子どもたちが通う学校を軸にして、

半径500ｍ周辺に道路標示等で通学路の標示であ

ったり、先ほど言っていた道路を一部緑のゾーン

とか茶色のゾーンで着色する、こういった標示を

各学校ごとに設けていくことで、近くに子どもた

ちが通う学校があると、そういったドライバー等

に周知あるいは認識していただくといったことも

できると思うんですが、こういった施策は実現可

能であるかどうか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのそういったス

クールゾーンエリアですね、それにつきましては

安全点検プログラムのほうの実施状況があれなん

ですけれども、簡単にお知らせいたしますが、先

ほど121カ所の内容で、これらの実をいいますと

26年度末現在では警察、公安委員会のほうのお世

話になったりということがありまして、多少時間

のかかったものもありますが、押しボタン式の信

号機の設置ですとかあるいは道路管理者ができる

区画線の引き直しなどを含めまして、対策完了が

121カ所だったもののうち22カ所ほどやってござ

います。 

  あと、現在対策実施中ということで、これは歩

道を整備するために県なんかも含めましてやって

いただいている箇所が路線箇所ですね。28カ所ほ

どあります。これは実際には、歩道の設置ですの

で、多少時間がかかるかと思いますが、実際に事

業に入っていただいておりますので、数年の後に

は歩道が完成できる見込みということになってく

るかと思います。 

  さらに、そういった学校のそばにつきましては、

グリーンベルト等もやってあるところがございま

して、例えば黒磯地区ですと豊浦小学校の西側の

道路でありますとか、それから東那須野金田線と

いいまして、これは沼野田和から木曽畑中のほう

へ抜ける道ですね。それから鍋掛石丸線というこ

とで、これは鍋掛小学校への通学路になっている

部分、それから西那須野地区では高柳関根線とい

いまして、これは槻沢小学校の南側のところです

かね。あと市道太夫塚222号線など、５路線で現

在約2,900ｍぐらいが実施されております。 

  それからあと、学校のそば、通学路のマークで

すとか速度を落とせ、通学路注意などもこれにつ
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きましては、どのぐらいという数ははっきりと把

握しておりませんが、そういったものもあります

ので、そういったものも含めまして今のところは、

具体的にどういうふうにやるというところまでは

ちょっと考えておりませんが、今後関係する教育

委員会ですとか、公安委員会なんかを含めて検討

していければというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ４番、齊藤誠之議員。 

○４番（齊藤誠之議員） 場所のいろいろな進捗の

状況を報告いただきましてありがとうございまし

た。 

  決して市がやっていないというわけで、私言っ

ておりませんで、既にやってある場所はしっかり

と対策がなさっているということで、地域間の体

制が整っていないというところをちょっとお伝え

したかったということで、おのおので歩道がそろ

っているところはもちろん何もせずに、そういっ

た通いやすい通学路というものが確立されている

んですけれども、できていないところであったり

というところは、先ほど言ったとおり全体的に学

校ごと、32カ所ですよね。そういったところに入

り口の付近の道路としては、全て着色をすること

によって、ここは学校の子どもたちが特に通うエ

リアであるという周知の意味で報告をさせていた

だいたということで、各地域の要望で１つずつ例

えばグリーンベルトを塗っていったとしても歯抜

けになってしまうんで、全体的な対策をやってい

くという意味でちょっとお伺いさせていただきま

した。ご答弁ありがとうございました。 

  簡単にいうと、太陽の絵みたいなイメージです。

そういうふうになることが理想であるという形で

今回言わせていただいているんですが、一部分を

強調するやり方とは違って、学校を軸とした円を

描いて、光の部分を各通学路に充てることで、エ

リア内の周知はもちろん、エリア外においても通

学路を標示あるいはグリーンベルト等で対策して、

まさに通学路全体に光を当てられる政策みたいな

ものです。 

  少なからず、子どもたちが通う道路等にできる

限り手をかけていただけたらと要望いたしたいと

思います。 

  学校の近くでも歩道を設置できている場所、で

きていない場所、同じ市内でも状況はさまざまで

ございます。子どもたちには、元気に学校へ通っ

ていただきたいし、それを見送る保護者の不安も

全部とはいきませんけれども、払拭をしてあげら

れる、大きなことに順番待ちして年数が過ぎてい

くことを懸念し続けるよりは、今できることをス

ピーディーに行うことが必要であると考えており

ます。 

  市の掲げる定住促進の中にも、こういった一つ

一つの取り組みから少しずつボトムアップを図っ

ていくものだと考えております。 

  危険な箇所について行政は何とか対策してくれ

ていると、保護者や地域の方に理解していただけ

ることで、その取り組みが住みやすいまちをつく

るための根源になっていくものだと思っておりま

す。 

  政策をたくさんいろいろとやられておりますが、

周知をして感じ取っていただける市民が少なけれ

ば、そのよさは伝わらない。たくさんの事業があ

る中で、大変ご苦労なさるとは思いますけれども、

まずは那須塩原市では安心してほにゃららができ

る、子育てができる、安全が確保できているから

子どもたちを安心して学校に送れるとか、安心し

て何々ができる、この部分にもしっかりと対策を

していただける本市のこれからの対策にご期待を

申し上げまして、私の一般質問を終了させていた

だきます。 
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  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、４番、齊藤誠之

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、23番、平山啓子議

員。 

○２３番（平山啓子議員） 改めましておはようご

ざいます。 

  議席23番、公明クラブ、平山啓子でございます。

今回２項目ほど質問させていただきます。 

  まず、１項目め、空き家対策の進捗状況につい

てお伺いいたします。 

  空き家の増加が社会問題になっております。総

務省の調査によれば、全国の空き家は右肩上がり

でふえ続け、2013年10月時点で820万戸、住宅全

体に占める割合は13.5％と過去最高を記録してお

ります。人口減少や高齢化の影響で今後も空き家

はふえ続けていく見通しです。 

  新築着工戸数を大幅に減らしても、2040年の空

き家率は40％弱に達するという試算も出ておりま

す。 

  管理が不十分な空き家は老朽化で倒壊するおそ

れがあり、災害時の避難や消防の妨げにもなりか

ねません。ごみの不法投棄や不審者の侵入、放火

など犯罪の温床になるほか、町の景観や衛生にも

悪影響を与えます。 

  2014年10月現在、401の地方自治体が空き家の

管理に関する条例を施行しておりますが、自治体

任せの対応では限界があり、所有者の把握や撤去

費用などの支援を求める声が相次いでおりました。 

  そのような中、空き家の解消に向けた空家対策

推進特別措置法が５月26日に全面施行されました。

市町村が固定資産税の納税情報を活用し、所有者

を把握しやすくなりました。 

  そこで、⑴本市において空き家の実態調査が行

われたと聞きましたが、その現況をお伺いするも

のです。 

  ⑵条例の制定、空き家の利活用、具体的な事業

についての取り組みをお伺いいたします。 

  ⑶国は、空き家対策を計画的に進めるための基

本指針を発表し、本市も国の基本指針に基づき計

画を策定すると思われますが、その中で経済的に

厳しい所有者への対応をお伺いいたします。 

  １項目めの質問です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 平山議員の質問に順次、私

のほうからお答えをいたします。 

  まず、空き家対策の進捗状況についてでござい

ます。 

  ⑴の本市における空き家の実態調査の現況につ

いてですが、平成26年度に市街地を中心とした人

口集中地区において、自治会単位で調査を実施い

たしました。その調査区内の建物9,825棟のうち

空き家は559棟で、空き家率は5.69％でありまし

た。空き家559棟の44％に当たる248棟が現状のま

ま、または簡易な修繕で使用、居住が可能であり、

22％の122棟が大規模な修繕を行えば使用可能、
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残り34％に当たる189棟は、使用不能なレベルの

建物となっております。 

  今回の調査は、空き家の有効活用を図る目的で

行ったものであるため、危険と思われる空き家数

については把握しておりません。 

  次に、⑵の条例の制定、空き家の利活用、具体

的な事業についての取り組みについてもお答えい

たします。 

  空き家に対する取り組みについては、管理が不

十分で防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影

響を及ぼす、いわゆる特定空家への対応と活用可

能な空き家の利用促進の２つの側面があると考え

ております。 

  特定空家への対応につきましては、空家等対策

の推進に関する特別措置法の施行により、空き家

に対する立入調査や所有者等に対して必要な措置

を求めることができることとなりましたので、こ

れに基づいて効果的かつ効率的な空き家対策がで

きるよう、条例等の制定に向けて現在検討してお

ります。 

  また、活用可能な空き家の利用促進については、

空き家の賃貸、売却を希望する方の情報を空き家

の利用を希望する人に紹介する空き家バンク制度

の導入について検討を進め、市への定住促進に活

用したいと考えております。 

  その他具体的な事業の取り組みにつきましては、

今後特別措置法に基づいて空き家等対策計画を策

定する中で、本市の地域特性を踏まえて検討した

いと考えております。 

  ⑶の経済的に厳しい所有者への対応についても、

今後策定する空き家対策計画の中で検討してまい

りますが、廃屋化した空き家があっても、個人の

財産であるため、原則的には所有者の対応が必要

であると考えております。 

  以上、第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、一括して再

質問をさせていただきたいと思います。 

  ちょうど昨年６月に、この空き家対策について

質問させていただきましたが、今回特別措置法が

施行されて、また空き家対策が大きく前進したと

思われます。それを受けて、今回また再度質問を

した状態でございます。 

  本市においての空き家という定義というか、そ

れは、市内に在住して人が常時住んでいないうち

と、昨年はお伺いいたしました。今回現地調査と

いうことでご連絡いただいたんですけれども、平

成25年11月に、本庁内におきまして空き家対策研

究会が立ち上がったと聞いております。その研究

会のメンバーの構成は何人でしょうか。また、こ

れまでの活動内容、また今回の調査は、この研究

会のメンバーによる調査かお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまの研究会のメン

バーですけれども、４月に生活環境部のほうから

建設部に所管がえになっておりまして、今現在手

元に資料がございませんので、これにつきまして

は調べさせていただいて、またご報告をさせてい

ただければと思います。よろしいでしょうか、申

しわけありません。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 25年11月に研究会とい

うのは、結局生活課のほうで立ち上げられて、今

回都市整備課のほうに移ったのでちょっとわから

ないということでよろしいですか。今回の今の実

態調査なんですけれども、研究会のメンバーによ

る調査かどうかと、今お聞きしたんですけれども、

それもわかりません。 

  それでは、またかえて質問させていただきます。 
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  今回市街地を中心とした人口集中地域、自治体

単位で調査ということで、26年度から今ご報告を

受けました。 

  その人口集中地域、また自治体単位での調査と

いうのはどこの地域をいうのでしょうか。お願い

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 大変失礼をいたしました。 

  人口集中地域につきましては、おおむね用途地

域という市街地の中で地域が決まっている、都市

計画の地域ですけれども、ありまして、それに比

較的近い地域になりますが、国勢調査をした際に

ＤＩＤ地区というふうに決めている地区が、ちょ

っとわかりづらいんですが市街地にありまして、

そちらを中心に調査を行ったものでありますが、

調査区は黒磯地区でいきますと36自治会、それか

ら西那須野地区は６自治会ということで合計42自

治会ほど調査をしました。これ塩原のほうには、

そのＤＩＤ地区という地区がありませんので、黒

磯でいうと駅を中心とした市街地、それから西那

須野もやはり西那須野駅を中心とした市街地にな

りまして、そのＤＩＤ地区という地区を含む42自

治会を対象として調べたものでございます。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） このときの調査をした

判断基準というか、今のご答弁の中で黒磯地区、

西那須野地区両方含めて9,825棟を調べて、その

中の空き家が559棟でしたということですね。こ

の空き家、内訳として現状のまま、また大規模な

修繕で使える、また使用不能といった判断基準で

すか、チェックポイントはどのようになされてい

たんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） これにつきましては、う

ちのほうからシルバー人材センターのほうに調査

をお願いしました。調べたのは一戸建ての建物で

ありまして、ふだん人が住んでいない住宅あるい

は使用されていない事務所、店舗、倉庫などを対

象といたしました。今回住宅だけではなくて、そ

ういったものも含めてやっております。これはな

ぜ店舗、倉庫なども対象かといいますと、今回の

空き家の調査の目的が空き家の有効活用をして、

できるだけ定住促進につながればというようなこ

とで、市街地に限りまして、一戸建ての住宅のほ

かに事務所や店舗、倉庫なども含めて調査をした

ということであります。 

  その判断の材料ですけれども、一応調査のシル

バー人材センターの方々が調べる際には、自治会

のほうから情報をいただきまして、それを１戸１

戸現地を確認いたしまして、そういった中で、そ

の後、電気ですとか水道のメーターが動いている

のかどうかというものもあわせまして調査したわ

けですけれども、実際に判断の基準といたしまし

ては、住宅、倉庫、店舗等の状況を３段階に評価

しまして、そのまま使えそうなもの、それからち

ょっと大規模な修繕をすれば何とか使えそうなも

のあるいは使えるに耐えないようなものというよ

うなものを現地で目視によりまして、中へ入れま

せんので外から判断をしまして、そういった区分

をしたということであります。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ありがとうございます。 

  そうすると、これはシルバーの方から情報をい

ただいて、都市整備課の方が調査をしたというこ

とでよろしいですか。また、そのときに36の自治

会ですか、その方も自分の地域を一緒にチェック
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したというんではないんですね。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） すみません。最初のとこ

ろの質問になってきたかと思うんですけれども、

この際、市のほうは一緒に行ったとか、それから

自治会のほうの役員さんが一緒に回ったというこ

とではなくて、自治会のほうからは事前に情報を

いただきまして、そういった情報の中でシルバー

人材センターの会員の皆さんが調査員として現地

を回っていただいて、一つ一つの調査票をもとに

そういったものを市のほうでそれを上げていただ

いた報告書をもとに集計をしたものということで

あります。 

  その際に、調査の時点は26年度ですので生活課

のほうで所管をして、そちらのほうが主体となっ

てやった調査ということでありますが、市の職員、

それから自治会の役員さんが一緒に回ったという

ことではなくて、報告していただいた調査票に基

づいて集計した結果ということでことであります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ありがとうございます。 

  今回の調査の目的が空き家の危険箇所ではなく

て、あくまでもどれが有効に使えるかというのが

目的ということで、この559軒の空き家の中には

そのようなちょっと危険箇所、特定空き家に指定

されざるをなかったというふうに考えてよろしい

ですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 今回は、目的がただいま

のきのうから言われましたように、定住促進の利

活用を目的としての調査だったということで、特

定空き家、危険な空き家を調べるという目的では

なかったものですから、その数、559棟の中にど

のぐらいの危険な建物が含まれているかというこ

とにつきましては、現在まだ把握はしていないと

ころであります。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 今回の有効活用という

ことで市長のほうから空き家バンクの登録という

ご答弁がありました。その空き家バンク制度を市

民の皆様に周知をしていく方法として、どのよう

なことを考えていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 空き家の利活用について、

空き家バンクということでございますが、今後空

き家等対策計画というものを策定していきますの

で、その中でその空き家バンク等についてもそう

いった制度について検討していきたいというふう

に考えております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） やはりこれは各自治体

でいろいろな有効活用が、利活用が今後これから

考えられると思うんですけれども、これは他市の

例なんですけれども、定住促進へ向けての空き家

バンク利用者に金利を優遇するということで出て

いましたので、ちょっとご報告申し上げます。 

  市外から転入してくれる、あくまでも子育て世

帯を対象とした若い世代ですね。空き家子育て活

用促進奨励金とつけまして、やはり空き家に対す

るリフォームの工事の助成金とか、また新築建て

かえ費用の一部を助成するとか、これはあくまで

も５年以上定住することが条件だそうです。 

  また、空き家バンクに対して固定資産税の納税

通知書に空き家バンクのチラシを同封するなど、

いろいろな周知工夫をやっているということも聞
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きました。 

  また、これは小山市ですか、これも一つの例で

すけれども、空き家の有効活用ということで、高

齢者の共同住宅にした。介護保険制度の改正でか

なり厳しい、軽度の支援者へのサービスが低下さ

れるということを懸念されまして、ひとり暮らし

のお年寄りがみんなで共同する。そういういろい

ろな不安に応えるために月額６万円程度の年金生

活で十分に対応できるという空き家の共同住宅を

小山市では建てたというような、このような例も

ございます。 

  これは一つの例ですけれども、これからの空き

家に対する調査もこれからずっと続けられると思

うんですけれども、今後の予定としてどんなよう

な進みぐあいをやるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 今後の調査についてとい

うことでございますが、今の先ほど市長のほうか

らご答弁申し上げましたように、まず条例を制定

するということで、今年度進めておりまして、ま

た並行いたしまして空き家等対策計画というのも

策定することになっておりますので、こちらもそ

れと並行する形で、その後時期等についてはまだ

いつごろというふうには言えませんが、こちらの

ほうの計画も進めることになりまして、また次ど

ういうふうに今後の調査をするかというのは、現

在では未定でありますが、まだ調査をしていない

家屋が相当数ありますので、そういったところに

ついても、今後調査をしていきたいというふうに

考えております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） これは総務省の統計調

査のことなんですけれども、まだ平成20年度にお

きまして、本市の空き家の統計調査の結果ですと、

昨年の質問のときに、空き家は本市において約

9,500あるとお聞きしました。今回５年たちまし

て平成25年度10月１日時点で１万740戸数、これ

が空き家の状態だということも下野新聞に出てい

ましたので、お聞きいたします。 

  やはり５年間で約1,000戸以上ふえたという主

な原因は、本市としてはどのように捉えているで

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） そういった原因の特定と

いうんですか、そういったところまでのあれはし

ておりませんが、一般的には核家族化によりまし

て相続される方が別な地域あるいは別な家屋等、

世帯を持って住んでいる場合に、親御さんが亡く

なってしまって、そういったうちが廃屋というか、

空き家になるというようなケースが一番多いのか

なという感じがしております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 住宅土地統計調査という

ことで、この調査につきましては空き家というこ

とで先日の下野新聞にも１万740という数字が出

ておりましたけれども、この内訳としましては二

次的住宅というようなことで別荘とか、アパート

等の空いているところ、売却用の住宅、そういっ

たもの全て含んだ数字となっておりますので、純

粋に問題になるような空き家というところで、私

ども捉えているのは2,980棟という数字かなとい

うふうに見ております。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 空き家の今回の対策特

別措置法は、所有者には家屋の適切な管理、また

自治体には移住対策といった空き家の有効活用が
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求められております。 

  先ほどもダブりますけれども、全国の空き家の

総数は82万戸、うち居住者のいない住宅は318万

と聞いております。10年前の1.5倍にもふえてい

るというそうです。 

  倒壊などの危険がある建物が著しく傾いている。

衛生上、有害であり、ごみの放置、多数のネズミ

やハエなどが発生している。周辺の生活環境に悪

影響を与えているなど、また景観を著しく損なっ

ている、このようないずれかに該当するのを特定

空家とこれから認定されるわけですけれども、そ

うすると今までやはりちょっと甘えていた所有者

の方も今度はちょっと慌てなくてはなりません。

所有者に修繕、撤去、勧告、命令が可能となりま

した。また、命令に従わない場合は強制解体も行

えるという、このような法律ができました。この

法律は、市町村には町再生の根源を委託したよう

なものです。 

  特定空家の対応といたしまして、今、市のほう

もいろいろ対処があると思いますけれども、やは

り勧告を受けた所有者に固定資産税の特例を撤廃

するのも一つの有効手段だとあります。税負担が

大幅にふえると、やはり所有者は今までのように

放っておけず、メンテナンスや活用を何とか考え

よう、また所有者の意識のこれも啓発になってく

ると思います。行政代執行となる前に何らかの対

応をするようになってくるんではないかと思われ

ます。 

  また、経済的な理由で何もできない所有者もい

るということも考えなければなりません。やはり

代執行を待っているといろいろな手続や費用負担

で自治体がとても厳しい状況です。 

  しかし、所有者にあくまでも自主的な対応へ促

すための何らかの施策を講じなければならないと

思いますが、この点はどのようにお考えでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 優遇措置等の対策につい

てですけれども、これにつきましては今後条例を

制定したり、それから空き家等対策計画を策定し

ていく中で、この辺につきましてはどういったも

のがいいのか、どういったものがあるのかといっ

たものも含めまして検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） またやはり所有者の方

が遠隔地に住んでいる方もいらっしゃいます。そ

ういう方などは、田舎に土地がある。何とかしな

くてはならないというような不安、心配もあると

思いますね。そういう中で持続、管理、処分、利

活用に悩む人もいるとも思います。そういう方の

相談窓口やまた地域住民、周辺のいろいろな苦情、

それに応じるための体制の整備はどのようなふう

に考えておりますでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 苦情等の受付窓口ですが、

これにつきましてはことし４月から所管が建設部

のほうに来ておりまして、建設部の都市整備課住

宅係のほうが窓口になっておりますので、そうい

った苦情等については、そちらの係のほうにとい

うことでお願いしたいと思います。 

  対応等についても、また今後そういったものに

ついては検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） やはりこの空き家、空

き地で近隣にご迷惑をかけているところがたくさ
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んありますけれども、今まではそれに何の手も加

えられないで、近隣の方はやはり個人の財産なん

だから何とかしてもらいたいといっても、現にな

かなかそれが一向に進まない状態だと思います。 

  また、市の対応としても、１回だけはやはり所

有者の方に勧告というか、通知をあげますけれど

も、あとは当事者同士でやってくださいというよ

うななかなかそういうのも進まなかったと思いま

すね。そういう中でやはり自治体が一生懸命それ

には対応しているご苦労もあると思います。そう

いう中でもう一歩進んだ、やはり市の対応として、

今までは生活課だったのが今回建設部になるとい

うことですけれども、相談窓口として、また空き

家の利活用として、そのような周知は市民の方に

は徹底されているのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 今回所管が建設部に来た

ということでありまして、そういった空き家対策

についてのＰＲがされているかということであり

ますが、そこまで大きく周知というふうには多分

至っていないのかなという現状でありますので、

この辺についての周知につきましても、これから

ずっと続く問題でありますので、この辺につきま

しても検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） わかりました。 

  これから具体的な利活用、また具体的な事業を

今後取り組まれると思うんですけれども、現在の

ところ、例えば新たな事業としてこんなのを考え

ているんだというような案がございましたら、お

知らせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 具体的には今のところ何

もありませんので、これから条例、それから空き

家等対策計画等の策定にあわせまして、その辺に

つきましては十分に検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 市長。 

○市長（阿久津憲二） 大変私が聞いていても歯切

れの悪い答弁が続いていまして、現実として、こ

れ非常に難しい問題で、おくれをとったといえば

おくれをとった分野の一つだと思っております。 

  この要因には、ご存じのある方は多いと思いま

すが、私のうちの周辺もそうなんですけれども、

昭和40年代、50年代、バブル真っ盛りのときに、

大量の山林が分譲地として売り出されまして、そ

の中でうちが建ったのは10分の１か10分の２、あ

とは放置された山林で、きのうの吉成議員の質問

で公園があっても道路がなくて、行けないよ、ど

こにあるかも誰も所有者もわからないんですよ。

もう道路も木が生えちゃっていますんで、これは

那須塩原よりもっと隣の町で激しい状況がござい

まして、隣の町なんですが、お聞きいたしました

ところ、税務的には処理をするんだけれども、も

う言っても別に固定資産税をもらえるなんていう

当ては全くなくて、そういうような現状もあって、

いい別荘として第二次住宅として管理された部分

も大分ありますが、それはごく一部、ほとんどは

放置されて。 

  よく駅におりてどういうところに行きたいんだ

けれどもと聞く人が結構いるんですよ。何で行く

んですかというと、自分の土地に行きたいと。そ

れは聞かれてもわからないと。特に那須塩原の場

合は区切りがいいんで、ある程度探せるんですが、

寺子とか豊原とか、こうなったらどこにその土地
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があるのかも全くわからない、こういう状況が相

次いでいまして、こういうことは地域にとって空

き家だけではなくて、もう土地の所有も持ってい

る人もわからない。そして亡くなって、相続だけ

形をして、もう興味もない。何とか10万でも20万

でも市で引き取ってくださいといっても、何千、

何万の区画を市が引き取るというわけにもまいり

ません。 

  こういうようなことで、空き家についても本当

にもうびっくりしますから、行ってみると15年も

来ない別荘、ずっと竹が生えて、畳を突き抜いて

竹が天井裏までいっちゃうと、そういう光景をた

くさん見ておりまして、どうしたらいいか、ぱっ

と頭の中でなかなか浮かんでこない、こういうの

が多分建設部で所管がえになって、こういう現況、

現地も見ていないはずですし、意外とつかんでい

ないと私は感じておりますので、これを機会に質

問でも再々ありましたので、徹底した方向で調査

をしながら条例をつくるものはつくる。また利用

についても利活用についても具体的な政策を打っ

ていく。今そこまでいっていないから聞いていて、

何か自信なさげに、私が聞こえちゃうんですよ。

こういうことも助け船ではありませんが、現実と

してなかなか手の打てない状況が進行していると、

こういうこともご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ありがとうございます。 

  空き家の問題は、本当に各自治体で深刻な問題

だと思います。ましてこれからはやはり新たな事

業として、管理サービスとか、そういったのに手

を挙げる事業が一つ伸びてくるんじゃないかしら、

空き家がふえればふえるほど、やはりそれに対し

ての建設業界とか、そういう方の管理を肩がわり

してあげますよ幾らでとか、そういうような商売

がこれからはふえてくんではないかなと思います。 

  また、特定空家をふやさないためにも、やはり

それには各自治体でも頭が痛いところですけれど

も、補修費の助成、また貸し出し、空き家を利用

した地域活性化のアイデアのこれから創出をまた

期待したいと思います。 

  １項目めの質問を終わります。ありがとうござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） 生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 大変失礼いたしまし

た。 

  市長のお言葉にありましたが、その業務を手放

した生活環境部のほうでございますが、一番先に

ご質問のありました空き家等対策研究会につきま

しては、生活環境部が所管としまして平成25年度

に立ち上げた部分で、実際に活動したのは平成25

年度１カ年のみの活動ということでございます。 

  ご質問の内容がどのような構成かということで

ございましたので、庁内の企画、それから生活環

境、建設、産業、そして総務所管の係長９名で構

成してございます。実質活動内容につきましては、

４回ほど活動しまして、現状の問題点の抽出、そ

して解決に向かっての方向性ということで、この

調査に向けての検討を進めたというふうに記録の

ほうは残っております。 

  以上、発言させていただきます。大変失礼いた

しました。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 １時００分 
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○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、引き続きま

して２項目めの質問に移らさせていただきます。 

  「産後ケア」で育児不安解消をお伺いいたしま

す。 

  出産により女性の心身には大きな負担が生じま

す。特に出産直後から１カ月間は身体的、精神的

に不安定になる傾向が強く、十分な栄養とサポー

トが必要です。 

  近年、女性の出産年齢が年々高くなり、出産す

る女性の親も高齢化しており、十分な手助けを受

けられない状況があります。 

  また、核家族化が進み、地域との交流も希薄化

している中で、不安を抱えたまま母親としての育

児がスタートするケースが多くなってきておりま

す。 

  出産直後の１カ月間が最も大事な時期であり、

産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防、早

期発見などの役割も果たすと言われております。 

  妊娠・出産包括支援モデル事業が26年度予算か

ら国に計上されました。少子化対策を進めるに当

たり、産後ケア対策は喫緊の課題であります。 

  そこで、本市の産後ケア対策についてお伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ２の本市の産後ケ

ア対策についてお答えをいたします。 

  現在本市では、産後の支援といたしまして保健

師による家庭訪問、電話相談、助産師による新生

児訪問、母子保健推進員による乳幼児訪問を行っ

ており、子育ての不安や困りごとの相談などを受

けております。 

  保健師による家庭訪問及び電話相談は、相談希

望のあった方や支援が必要な方へ、助産師による

新生児訪問はおおむね生後２カ月までの間に訪問

希望のある方へ、母子保健推進員による乳幼児家

庭訪問はおおむね生後４カ月までに全戸を対象に

それぞれ実施しております。 

  ご質問の産後ケア事業とは、家族等から十分な

家事、育児などの援助が受けられない産婦及びそ

の子を対象として心身のケアや育児のサポート等

をするため、宿泊型、またはデイ・サービス、ア

ウトリーチ型により行う事業であります。 

  宿泊型は医療機関等において空きベッドの活用

等により、心身のケアや育児のサポートをデイ・

サービス、アウトリーチ型は日中のサービスまた

は訪問型のサービスにより支援をするものでござ

います。 

  この産後ケア事業は、新しい事業であり、本市

では実施をしておりませんが、同様のサービスは、

宿泊または日帰りによるケアを那須赤十字病院及

び国際医療福祉大学病院において実施していると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  本市の産後の支援として子育て支援においても

妊娠、出産、育児と切れ目のない支援策が講じら

れております。現在大きな議題は、出産前と直後

の対応が必要だと言われております。妊娠中から

の切れ目のない持続的な継続的な支援が必要と言

われております。 

  先ほどご答弁にありましたように、本市におい

ても本市の産後の支援として子育ての不安、困り

ごとの相談を保健師さん、助産師さん、また母子
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健康保健推進員さんの方々が一生懸命に現在取り

組んでいるところです。本市は、年間約1,000名

の新しい命が誕生されております。 

  そこで、一番大事な生後２カ月またその間に保

健師さん、助産師さん、推進員の方にお世話にな

っているところですが、ただいまの御希望がある

方に、支援が必要な方に訪問するとありますけれ

ども、大体100％まではいかないでしょうけけれ

ども、月々、おおむねどのくらいの方が相談、ま

たは支援をしているんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 最初にお答え申し

上げましたとおり、母子保健推進員さんによりま

す全戸訪問は、基本的には全戸行くというところ

でございますけれども、助産師による訪問あるい

は保健師による訪問、指導等につきましては、希

望等に応じてということでございます。 

  去年度の実績でございますけれども、保健師が

訪問をした実績をまず申し上げますけれども、実

人数としては365人のこれは子どもさんが生まれ

た方及び子どもさんという両方を数えてございま

すけれども、365人と。それから繰り返し行く場

合がございますので延べ人数は若干ふえますけれ

ども478人という数字がございます。 

  それから、助産師による新生児訪問といたしま

しては、新生児の数でいいますと実数が98、これ

は複数行ったという意味でございますけれども、

101人、それから生まれた後ですからお母さんに

なりますけれども、これは実人数は子どもさんの

数と同じ98と延べ人数は99でございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） やはりいろいろな立場

の方がいらっしゃると思うんですけれども、希望

されない方、そこに訪問ができない方の対応とい

うのは特別やっているんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 保健師が訪問をし

ていないということでございますので、基本的に

手帳交付のときから保健師がかかわる必要がある

ところは、特に中心となってかかわっていると聞

いております。 

  議員からのご質問がありましたとおり、おおむ

ね1,000人ほどのお子さんが年間生まれてくる中

で、保健師の目から見て継続的な支援が必要だな

というのは、年によって若干違いはあるでしょう

けれども、２割程度というふうに聞いてございま

す。そういうところには支援の中身にもよること

でございますけれども、それぞれ必要な時期を見

計らいながら声をかけているというところでござ

いまして、一方保健師の目から見て、例えば生ま

れた後、それぞれの生まれた方のご両親の支援と

か、家族の支援が十分得られるとかいうことで、

特別かかわりがないというところについては、そ

のままと申しますか、特別なかかわりは持ってい

ないということでございますので、ご質問のとこ

ろにつきましては、希望がないというところにつ

きましては、特段のフォローはないものというふ

うに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） 母子保健推進員の方が

現在77名いらっしゃると聞いているんですけれど

も、この推進員の方の仕事の内容とまた地域の担

当があるのかどうか。また現在この人数で足りて

いるのかどうか、また資格が必要なのかどうか、

ちょっとお聞きいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） まず、人数で足り

ているかということでございますが、人数的には

足りているというふうに聞いてございます。 

  それから、特別な資格は必要がないと聞いてご

ざいますが、講習を受けていただくということで、

皆さん講習を受けていただいた上で訪問をしてい

ただくと。 

  それから、明確な地域割りをちょっと今手持ち

にありませんが、地域割りがあるようには聞いて

いるところでございます。 

  それから、仕事の中身でございますが、それぞ

れ生後２カ月、３カ月、遅くても４カ月までのお

子さんのところに訪問して何か困っていることが

あるかとか、生育の状況とかを聞き取ると。何か

困りごとがあれば、保健師に引き継ぐというよう

な仕事の中身になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） そうすると、この推進

員の方は現在77名で足りているということなんで

すけれども、生後４カ月までに全戸対象を訪問、

この77名の推進員さんで訪問しているわけなんで

すけれども、その後の仕事というか、４カ月まで

の全戸訪問が終われば推進員さんの仕事は終わり

というか、そんな感じでやっているんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 推進員さんといた

しましては、生後二、三カ月のころを中心に訪問

するというのが仕事でございますので、それ以降

については特段仕事があるというふうには聞いて

ございません。ただ、当たり前ですが、お子さん

は毎月平均的に生まれてきますので、毎月仕事が

あるといえば毎月仕事があるというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ありがとうございます。 

  この推進員さんは、やはりこれからも適切なケ

ア、サービスを提供するにはいろいろな人材が必

要とされているんでしょう。特別な講習を受けれ

ば、誰でもなれるといっては失礼ですけれども、

受けていればということなんですけれども、やは

り今までに何かちょっと問題が起きたとか、その

ようなことはありませんでしたか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 基本的には母子保

健に熱意のある方ということでお願いをしている

ところで、資格は特に必要ないというふうに聞い

ているところでございます。訪問した後の中で、

何かトラブルが起きたということは、私は聞いて

ございません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） ありがとうございます。 

  国におきましては、妊娠期から子育て期に当た

るまでのシーンについて、妊娠・出産包括支援事

業というのが実施されております。出産包括支援

センターの立ち上げ、産前、産後サポート事業、

また今回質問した産後ケア事業の三本柱と言われ

ております。先ほどもご答弁がありましたように、

産後ケアは本当に産後支援してくれる人がいなか

ったり、心身のケアが必要な母、子に対して助産

師等が24時間体制できめ細かなケアをすると言わ

れております。 

  これはあくまでも大都会の例なんですけれども、

例えば世田谷では、全国初の産後ケアセンターが

設置され、生後４カ月未満の子どもと母親に対し
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てのショートステイ、宿泊ですね。また日帰りの

デイ・ケアを実施され、利用者にも大変喜ばれて、

安心して育児ができるというようなことも聞いて

おります。 

  また、これも大都会なんですけれども、川崎市

におきましても助産所がたくさんあります。そこ

の中の助産師会がメンバーとなり、中心となって、

産後ケア事業を始めたと聞いております。ここも

やはり宿泊、訪問型で利用者のあくまでも負担の

軽減あるいは期間の拡充などに現在取り組んでい

るということです。 

  本市におきましては、確かに助産所は少ない現

状です。宿泊、日帰りは現在那須赤十字病院、国

際福祉で実施されていると今ご答弁がありました。 

  そこで、やはり医療目的外は、どうしても保険

が適用されない、実費で利用している現状ではな

いかと思います。そういう利用者の方への負担軽

減措置はできないものかどうかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 最初の答弁の中で

宿泊ですとか、デイ・サービス、アウトリーチ型

の支援ということで、那須赤十字病院、それから

国際医療福祉大学病院においてそのようなサービ

スを行っているというふうに申し上げたところで

ございます。 

  費用につきましては、中身によってちょっとば

らつきがございますけれども、宿泊をされれば例

えば那須赤十字病院ですと１泊２日されますと５

万円、それから国際医療福祉大学では３万円とか

の費用がかかると。日帰りの中では、コースによ

ってばらつきがありますので、何とも言えないで

すが、２万円程度かかっているようでございます。 

  那須塩原市が産後ケアということで、そういう

支援をするとすれば、現実に市が施設をつくって

利用いただくというのはなかなか難しい、産科の

先生の確保ですとか、助産師さん、看護師さん等

を確保してと考えるとなかなか難しい。もしやる

とすれば、そういう既存の施設の利用に助成をす

るというところになるのかなというふうには思う

ところでございます。 

  ただ、今申し上げましたように、相当な額にな

ります。助成をどれぐらいするのか。それからこ

れは空きベッドを活用してやっているというふう

に聞いているところでございますけれども、市の

事業として行うとすれば、たまたまあいていれば

いいというわけにはいきませんので、ベッドを確

保するとかということも考えなければならないか

と思います。そうすると、どの程度の利用希望者

がいるのかというのも現実つかんでいない状況で

ございます。 

  これから定住促進ということでは、当然妊娠期

から出産、育児と切れ目のない支援をやるという

ことで、たしか櫻田議員のご質問の中にも、市長

の答弁の中にも、いわゆるネウボラというものの

事業に保健福祉部もかかわってやっていかなきゃ

ならないんだぞというような私に対する指示では

ないですけれども、そのような発言があったかと

思いますけれども、そういうことは当然今考えて

いるところでございます。その中では今すぐやろ

うというところまでは考えてございませんけれど

も、利用者の希望の状況ですとか、調査ですとか、

そういうところには取りかかる必要があるのかな

というふうには思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 

○２３番（平山啓子議員） やはり誰もが平等に、

本当に分け隔てなく安心してできるような体制を

今こそつくっていただきたいと思います。 

  妊娠がわかったときに、日本ではまず足を運ぶ
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のは病院です。その後、母子手帳をもらいに自治

体の役所、母親学級があれば保健所、必要に応じ

てさまざまな機関に足を運ぶのが普通です。出産

後は、今度は小児科や保育園、幼稚園、自治体役

所、保健所等は、行く先はやはり数カ所に分かれ、

もちろんそれぞれの専門家のサービスや支援を受

けるということは重要であります。例えば子ども

の持病や家族の事情など、毎回説明が必要になる

ことになります。 

  先ほどからちょっと部長のほうからも発言があ

りましたけれども、フィンランドの自治体にもネ

ウボラという子育て支援を行う施設があります。

ネウボラとは、フィンランド語でアドバイスの場

所を意味すると言われております。出産、子ども

ネウボラは、妊娠期から就学前にかけての子ども、

家族全体を対象とする支援制度で、かかりつけネ

ウボラ、保健師を中心とする産前、産後、子育て

の切れ目のない支援のための施設拠点をも意味す

ると言われております。 

  1920年代にフィンランドは貧しく、妊婦の死亡

率や乳児死亡率が高く、全ての母、子が健康でい

られるように妊婦健診を定着させることが初期の

優先課題であったと言われております。ネウボラ

活動のパイオニアは、小児科医とその同僚の看護

師や助産師、民間の有志の草の根活動から始まり

ました。それがやっと認められ、1944年に制度化

され、市町村自治体に出産ネウボラと子どもネウ

ボラの設置が義務づけられ、現在全国800カ所以

上の出産、子どもネウボラがあると言われており

ます。 

  また、ネウボラのメーンは、あくまでも大意は

話すこと、小まめに話を聞き、家族に寄り添い、

母と子、またその家族全体を支え、生活全般相談

し、そこでいろいろな本当に信頼関係が生まれ、

精神的なケアを深め、その中でじゃまた二子も出

産しようと、そういう前向きな希望が出ていると

言われております。この出産ネウボラはやはりい

ろいろなトレーニングを積んでいますので、親し

みを込めて彼女たちのことをネウボラおばさんと

呼んでいるそうです。 

  社会保障が適切に機能しているフィンランドな

らばしようがないよとは言っていられないと思い

ます。定住促進を兼ねて安心して産み育てられる

那須塩原市版のネウボラの設置のお考えはありま

すでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 大変いい質問だと思います。

というのは、今真剣に制度設計が進行中と、いず

れの日か、そう長くなく議会で公表できる日はあ

ると思っております。 

  それともう一つ、実は先日、母子推進員の総会

にどういうわけか呼ばれてお邪魔をしました。77

名ほとんど全員とても元気があって、出席をして、

余り元気があるものですから、私思わず、この市

は過去30年間で、栃木県で20％台人口減少した５

つの市の１つ、宇都宮、小山、さくら、高根沢、

那須塩原あとはほとんど50％前後ひどいところは

70％子どもが減っているんですね。そういう意味

でこれからもこの市は子どもが減りませんから、

皆様の活躍があすの那須塩原を必ず勇気づけてい

くと。こういうお話をしたついでに、人の子ども

ばかり心配しないで、自分たちもあと１人つくっ

てくれないかといって、大変失笑を買ってきた、

こういう経験もございまして、推進員さんにつき

ましては非常に活力あふれて元気に、自分の役職

にプライドを持ってやってくれているんだな。本

当にそういう感謝の意を持って会場を後にしたこ

とも申し添えさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 23番、平山啓子議員。 
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○２３番（平山啓子議員） 今市長に勇気づけられ

ました。 

  新しく新庁舎もいずれはできると思います。そ

のときにやはりどういうようになるかわかりませ

んけれども、子育ての世代の包括支援センターが

本当に細々と行き届くように、そこでワンストッ

プで子育て支援ができるようなことを切に願いま

して、質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、23番、平山啓子

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、11番、髙久好一議

員。 

○１１番（髙久好一議員） 皆さん、こんにちは。

11番、日本共産党の髙久好一です。一般質問を始

めます。 

  それでは、１番からです。 

  「非核平和都市宣言」の取り組みについてです。 

  市は合併後、非核平和都市宣言を採択し10年が

たちました。安倍政権が国際平和支援法案と平和

安全法制整備法案、いわゆる戦争法案を国会に提

出する中、平和を求める市民に応える具体的な取

り組みと考えについて伺うものです。 

  ⑴です。非核平和都市宣言自治体として中学生

の被爆地への派遣や平和図書月間など具体化に取

り組む考えはありますか。 

  ⑵です。西那須野支所の非核平和都市宣言の懸

垂幕の掲示を定期的に行う考えはありますか。 

  ⑶です。非核平和都市宣言の自治体の市長とし

て海外で戦争する、いわゆる戦争法案をどう捉え

ているか見解を示していただきたいと思います。 

  以上、３点について答弁を求めるものです。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 髙久議員の質問に順次お答

えをさせていただきます。 

  まず、非核平和宣言都市の取り組みについてで

ございますが、⑴の非核平和宣言自治体として中

学生の被爆地への派遣や平和図書月間など具体的

に取り組む考えはあるかについてですが、現在中

学生の被爆地への派遣、平和図書月間という取り

組みは行っておりません。今後ともそういう取り

組みについては、実施する予定はございません。 

  市内全中学校において社会科の公民分野等で平

和に関する学習を行っており、小中学校の国語科

でも戦争や原爆を題材とした作品を学ぶ機会があ

るなど、通常の学習の中で平和の大切さへの意識

づけはできていると認識しております。 

  また、去る８月５日から14日の10日間、広島県

にあります広島平和記念館資料館の協力のもと、

広島・長崎原爆写真パネル展を本庁舎１階、市民

室において開催する予定でございます 

  学校での歴史の学習に加え、こうした機会を提

供しながらこれからも核兵器のない平和な世界の

実現に向けた市民への意識啓発や歴史の継承に取

り組んでいきたいと思います。 

  次に、⑵の西那須野支所の非核平和都市宣言の

懸垂幕の掲示を定期的に行う考えはあるかについ

てですが、西那須野支所における平和都市宣言の

懸垂幕については、これ誤解をいただくとまずい

んですが、作成してかなりの年月がたって、とめ

金が壊れ、懸垂幕がひびだらけになって現在新調

しておりますので、今後につきましては、継続的

にできるだけ見つきのいいところを選んでかけさ

せていただきたいと、そういう状況で現在進行し
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ておりますので、定期的な掲示は今後行われると

理解をしていただきたいと思います。 

  また、⑶の非核平和都市宣言自治体の長として、

海外で戦争する戦争法案をどう捉えているかにつ

いてですが、ご質問ではございますが、この国の

安全保障あるいは外交なんかも含まれると思いま

すが、国としての専決事項と私は捉えておりまし

て、もちろんニュースや新聞などを通して連日こ

の様子あるいは進捗の状況等については承知して

おりますが、当然のことながら一人の首長として

高い関心を持って見守らせていただいております。 

  冒頭申し上げました国防という国の責務に関す

ることでもありますので、質問者にとっては大変

食い足りない答弁になると思いますが、一地方自

治体の長という立場で意見をここで申し上げるこ

とは控えさせていただきたいと思っております。

一人の国民として、この問題を真剣に考え、国会

等における審議の状況などについては、最大の注

視をしてまいりたいと思っております。 

  以上、第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 答弁をいただきました。 

  それでは、随時再質問を行っていきたいと思い

ます。 

  １番目の質問で、本庁１階で原爆パネル、写真

展を行う予定があるというお話がありました。こ

れは市がやるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） これにつきましては、先

ほど市長のほうから答弁がありましたとおり、広

島平和記念資料館の協力をいただきまして、そち

らから写真のほうパネルをお借りしまして、市の

ほうで実施するというふうなことになっておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 広島のほうからと、広

島…… 

〔「平和記念資料館」と言う人あり〕 

○１１番（髙久好一議員） 平和記念支局という、

そうすると広島のほうの非核、原爆、そういう団

体を記念してということですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） この広島平和記念資料館

といいますものは、広島にあります広島平和記念

公園、そちらにありますそういった資料館という

ふうなことになっておりまして、そこはどこが設

立しているかというのは、広島市のほうで設立を

されているというふうなことだそうでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 那須塩原市としては、

非常に新しい取り組みだと、私は評価したいと思

います。 

  たまたま細かく聞いたのは、那須塩原市の公民

館を利用させていただいて、私たちの９条を守れ、

原爆平和資料、そして原爆展という新婦人を中心

にして、こういう催し物を那須塩原市の公民館で

あちこちでやっています。１年間に三、四カ所、

公民館祭りのたびにその地域で市の施設を借りて

一緒に行っていると。使っているのは、ＤＶＤで

すと、人間を返せの上映、そして広島、長崎の原

爆のパネル、こういったことを市の施設、場所的

にはいきふれ、厚崎公民館、東那須野公民館、西

那須野公民館大体４カ所、多いときは５カ所、６

カ所でこういう催しをやっているものです。 

  ほとんど今言われたのは、私たちがやっている

のと同じ内容のものですから、自分たちでそうい

うパネルやＤＶＤを用意して持っているというこ

とでやっているということなもので、こちらのや



－237－ 

っているのと一緒なのかなと、合同なのかなとい

うことがあったので、ちょっと細かく聞きました。 

  今まで那須塩原市は非核平和都市宣言を合併後

改めて採択して10年間ということをやってきまし

たが、こういう行事はほとんどありませんでした。

県内では、先ほど言いました平和図書月間、これ

は宇都宮市が市役所の玄関を７月から８月にかけ

て、平和図書、戦争の悲惨さ、平和のとうとさ、

こういったものを中心とした図書を前面に並べて

行うというものです。 

  それから、那須塩原市は考えていないと言われ

ました広島、長崎の世界大会、あわせて平和祈念

式典、その時々の行事に合わせて中学生を派遣す

るというのが県内でも小山、足利、鹿沼、那須烏

山市も行ったことがあるということで、那須塩原

市は宣言の塔を建てただけ、懸垂幕を掲げただけ

になっているのが那須塩原と、これを栃木県内で

言われてきました。事業を具体化しているのは、

自治体の予算は125万から300万程度と、こういっ

たことで那須塩原市もしっかりとこういう平和の

とうとさを認識する、こういう子どもたちに参加

してもらい、もちろん子どもたちにはポスターや

絵画、作文などもあわせて自由参加のもとに行っ

てもらうと、ぜひともやっていただきたいという

のでこの質問を取り上げました。これがこの質問

を取り上げた最大の理由でございます。 

  続いて、それでは先の２番のほうに入りまして、

西那須野の懸垂幕のお話がありました。私のほう

も去年もそうだったんですが、ことしも６月の終

わりから７月にかけて平和大行進というのが北海

道の礼文島から始まって３コースに分かれて、こ

の栃木県にも入ってまいります。福島県から那須

町に入って、那須塩原市は６月28日と29日が西那

須と大田原ということで、栃木県の市町村をくま

なく歩いて７月に利根大橋で埼玉県に渡すと。こ

のバトンが広島、長崎の世界大会、そして平和式

典に届けられると。その際、集められた署名も一

緒に国会や国連に届けられると、こういうことが

行われています。 

  そういう中で西那須野の懸垂幕、私のほうも10

年がたって非常に傷んでいるというお話を聞かせ

ていただきました。再質問で更新するようお願い

する、そういう段取りになっておりましたが、市

長のほうから既に新しいものをと、考えていると

いうことでありがとうございます。ぜひ楽しみに

しています。28日には恐らく懸垂幕がはためいて

いるんではないかと思うんですが、その辺のとこ

ろはどうでしょう。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  西那須野支所長。 

○西那須野支所長（関谷正徳） 今更新の手続をし

ているところでございますので、ちょっと日程は

まだわからないんですけれども、どちらにしろ間

に合わなければ、補強して今使っているものを掲

げたいというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） わかりました。28、29

日には間に合わないかもしれないけれども、新し

いものが準備されているということで承りました。 

  あと私よくわからなかったんですが、西那須野

支所の場合は、どうして南側に掲示しているんで

しょうか。どうして西那須野庁舎の正面に懸垂幕

を掲示していなくて、南側に掲示してあるという

理由は、わかったら聞かせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  西那須野支所長。 

○西那須野支所長（関谷正徳） 南側に懸垂幕を設

置するための手すりがあるんで、あちら側にどう

しても懸垂幕を全て掲げるような形になっていま

す。 
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  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 私、何年か前に聞いた

ことがあるんです。那須塩原の西那須野の町民の

方、市民の方にもしっかり認知してもらうと。あ

わせて西那須野町は平和非核都市宣言をやった誇

り高い町だよということで、新幹線や東北線から

もしっかりとほかの人たちに見ていただくんだと。

そのためにあの南側に懸垂幕を掲示しているとい

うお話を伺ったことがあります。どうして西側の

広い木立の豊かなあの土地に掲示していないのか

なと思ったことがあるものですから、そういうお

話だそうです。いずれにしても、ありがとうござ

います。 

  さらに、話を進めていきたいと思います。 

  ⑶に入っていきます。 

  平和都市宣言の市長としての市長の見解を求め

ました。国の安全、外交など専権事項で、一市長

としてはというお話でした。そういう中でしっか

りと国の動向を見守らせていただくと。意見は控

えさせていただくというお話でございました。 

  市執行部による市政懇談会が７月６日から開催

されます。故栗川市長は市政懇談会で市民から、

憲法９条について問われ、憲法９条は守らなけれ

ばならない。戦争をしてはならないと答えており

ます。 

  阿久津市長は、６月８日の会派代表質問で12月

の市長選に出馬する表明を行いました。市長にな

るということは、子育ても教育も介護も安心して

できる、住んでよかった那須塩原市にするために

全力で取り組むということだと思います。これら

の政策は、全て平和であればこそ実現できるもの

と私は受けとめています。 

  そこで伺っていきます。憲法９条についてどう

捉えているか、市長としての見解を聞かせていた

だきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） これは憲法の見解といって

も、憲法は守るためにつくってあると、こういう

ことでございますので、誰に問うても同じ答えが

来ると思いますが、私としては憲法が定められて

いることにつきましては、守るためのものである

と、根本そういう考えでおります。 

  それと、実はおととい全国市長会がございまし

た。この中でもある首長さんがその他の県で今は

地方創生一色なんですよ、総理のお話もあるいは

市長会長のお話も総務大臣のお話も、とにかく競

って頑張ってくれと。しかもこの市は融和を持っ

てでも競うんですよと、こういうお話がのっけか

らどんどん出てきまして、その他の発言の機会に

関西のある首長さんが今、髙久議員の質問の趣旨、

憲法あるいは戦争、平和をどう総会は捉えている

のかと発言がございました。 

  これ繰り返しになりますが、そのとき全国市長

会長が議長を務めておりまして、言っていること

は痛いほどわかると。こういうものについては国

会で徹底した審議をお願いしたいと。誰も同じ気

持ちでいるはずだと、こういうことをおっしゃっ

ていました。というのは、全体のそういう市長会

とか、全員が集まる席で、今ここでぽんと出され

て、それをどうですかと諮るほど軽い問題ではな

い、徹底して審議をすると、こういうことが原点

にあるので、市長会長独特の言い回しでしたけれ

ども、私も個人として同じ考えを持っている。 

  同じ考えと、慎重に対応しなければならない、

徹底して論議しなければならない、そういう考え

は会場にいる首長も同じだと思うと。でもここで

これの結論を出すほど軽い問題ではないと。軽い

問題というか、ここで誰かがしゃべったから、そ



－239－ 

れを決議に持っていこうとか、それはできません。

これは各議会、そして議会が済んだら、各県議会、

こういうもので論議をして、それから全国のレベ

ルに上げていただかなければ、ぱっと出てきたも

のをここで審議する、そういう機会にはふさわし

くないと、こういうお話でございました。 

  ただ、重大な関心を持って、みんなで見守りた

いと。また論議を尽くしたいと、こういう発言が

最後にあったことを申し添えさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 角度を変えて答弁を求

めました。しっかりと受けとめておきます。 

  憲法は守らなければならないことだという認識

をしっかりと受けとめておきます。 

  日本を海外で武力行使する国にする戦争法案が

26日の衆参本会議で審議に入りました。審議の序

盤から日本が殺し、殺される国になるという戦争

法案の危険な本質が浮き彫りになり、国民の懸念

が深まっています。これをかわすために安倍首相

は自民党、自衛隊員のリスクを意図的に語らず、

法案にもない措置を掲げるなど、法案の偽装工作

とも言える答弁を持ち出していますが、次々と壊

れています。 

  ６月４日の衆議院憲法審査会で立憲主義をテー

マに招致された参考人の憲法学者３人がそろって

集団自衛権行使を可能にする戦争法案について、

憲法に違反すると認識を表明しました。早稲田大

学の長谷部恭男教授、笹田栄司教授、慶応大学の

小林節名誉教授の３人です。この３人とも安倍政

権、政府与党が呼んだ参考人です。参考人全員が

違憲の判断を示したことで、安倍政権が掲げてい

る、いわゆる戦争法案の違憲性がより鮮明になり

ました。 

  以上でこの項の質問を終わります。 

  続いて、２に入ります。 

  市が自衛隊に提供する市民情報についてです。 

  国が戦争を放棄した平和憲法が施行されて68年

になります。安倍政権が進めているいわゆる「戦

争法案」の危険な動きを加速させる中、市が自衛

隊に提供している市民情報について伺うものです。 

  ⑴です。住民基本台帳からの情報提供は、どの

ような根拠に基づくものですか。また提供はどの

ような形で提供されていますか。 

  ⑵です。市はどのような基準で何人の情報を提

供したのか。直近の状況を聞かせてください。 

  ⑶です。閲覧は誰がどの項目を閲覧したのか公

表するのが法にのっとった方法と思いますが、市

の考えを求めるものです。 

  ⑷です。本人が知らないところで情報が提供さ

れることのないよう、早急に改善する考えがあり

ますか。 

  以上、４点について答弁を求めるものです。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ２の市が自衛隊に

提供する市民情報につきまして、⑴から⑷まで関

連がございますので、一括してお答え申し上げま

す。 

  自衛隊からは、住民基本台帳法第11条第１項に

基づく閲覧請求がございまして、審査をし、法令

で定める事務の遂行に該当するということから閲

覧を許可しているところでございます。 

  直近では、平成26年度に指定された期間内に出

生したものについての閲覧請求があり、該当する

1,193人について閲覧を許可したところでござい

ます。 

  住民基本台帳法第11条第３項に基づく公表につ

きましては、毎年告示及びホームページに掲載す

る方法で行っているところでございます。 



－240－ 

  自衛隊からの閲覧に対する事務処理につきまし

ては、住民基本台帳に基づきまして適切に行って

いると考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 答弁がありました。順

次再質問をしていきます。 

  今部長が言われました住民基本台帳法による情

報提供なら11条という閲覧しか認められていませ

ん。個人情報保護条例は、個人情報の外部への提

供を原則禁止しています。 

  閲覧で対応しているという答弁でした。確認し

ますが、印刷した紙ベースで自衛隊に提供してい

るようなことはないということでよろしいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 私が確認した範囲

内で、最近のことに当然なりますけれども、全部

の項目を閲覧できませんので、あくまでも閲覧が

できる範囲を印刷し直したものを閲覧に供すると。

あくまでも見ていただくだけということで対応し

てきたということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 自衛隊が市町村に自衛

隊者適齢名簿の提出を求めることは、依頼という

ことで私は受けとめています。何の拘束力もない

と、こうされています。政府も自衛隊の名簿提出

は依頼であり、応じるかどうかは市町村の判断次

第と、こうされてきました。法的根拠がない閲覧

には応じないように求めておきます。 

  こうした質問をしたのは、実は福島県会津地区

において、12の自治体が紙ベースの提出をさせら

れていました。閲覧としていたのは、会津地区で

は５市町村と報告されていることを確認していま

す。 

  そこで伺っていきます。 

  建築指導課では、閲覧している方をよく見かけ

ますが、市民課では閲覧をしているところを見か

けたことがありません。どこで閲覧しているので

しょうか、見かけない理由も教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） まず、閲覧をさせ

ている場所ということでございますけれども、当

然閲覧ですのでコピーをとられたりというわけに

はいきませんので、誰かの目の届く範囲でという

ことになりますけれども、スペース的に大変執務

室が狭いということで限られておりまして、市民

課長のわきに小さなテーブルといいますか、机と

いいますか、そういうのがあるんですけれども、

そこでお願いをしているという状況でございます。 

  それから、そういう姿をお見かけにならないの

はなぜかということに関しましては、なぜ見かけ

ないかにつきましては、私が何ともお答えしよう

がないと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） ありがとうございまし

た。先に進みます。 

  自衛隊は、昨年12月、市町村から名簿提出が約

３割にとどまっているとして問題視し、適正化を

図る方針を提示しました。自衛隊新潟協力本部で

は、昨年現行法令に違反した中学３年生の名簿提

供を市町村に請求していました。新潟など全国21

地域の協力本部で同様の請求が出され、栃木も含

まれていることが明らかになりました。高知市に

は、従来の方針を変更し、強く提供を求めるなど

と、名簿提出を迫った高知協力本部の文書につい

て中谷防衛相は、不適切な要請を行ったことは誠
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に遺憾だと謝罪したことが下野新聞にも報道され

ました。 

  そこで伺っていきます。 

  那須塩原市には、自衛隊から違法とされた強く

名簿の提出を求める文書や要請が行われたのでし

ょうか、なかったのでしょうか、聞かせてくださ

い。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 担当に確認をした

ところでございますけれども、そのようないわゆ

る名簿提出という形での要請、要求というのは受

けていないというふうに聞いてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） ありがとうございまし

た。 

  適切に対応しているというふうに受けとめまし

た。 

  ２に入っていきます。市の提供する個人情報は

何の基準で情報提供したのか、直近の情報という

のを聞きました。1,933人という答弁がありまし

た。この人数は、自衛隊の勧誘適齢年齢というの

は15歳から25歳と私聞いているんですが、生年月

日とか、1,933人は男性、女性合わせての数だと

思いますが、確認です。閲覧したのは中学卒業学

年の名簿という理解でいいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ご質問の今の件で

ございますけれども、これは処理上は近々告示を

される、またはされた、そこら辺微妙なタイミン

グでございますけれども、される中身でございま

す。去年度のものですから、今年度になって１年

度整理して告示しているところでございますので、

タイミング的には今ちょうどこれからか、もうさ

れたか微妙なところなんですけれども、というこ

とですので、中身については特に公にしてござい

ますので、ここで明かして特に問題ないというと

ころかと思いますけれども、平成27年１月に閲覧

をした際に、請求にかかったものは平成９年４月

２日から翌年平成10年４月１日までに生まれた者

ということですから、年数的にはおおむね中学生

を終えるか、終えたか、ちょっと微妙ですけれど

も、そこに当たるというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） これを尋ねたのは、市

が市民の個人情報を自衛隊に提供していることを

ほとんどの市民が知っていません。ですから、名

簿業者や学校が漏らしているのではないかと、そ

ういううわさになっています。そういうことで今

確認をしました。 

  そこで伺っていきます。 

  那須塩原市は平成27年度、自衛隊から協力費と

して当初予算で10万円の収入を計上しています。

自衛隊協力費の中身を詳しく聞かせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 髙久好一議員に申し上げ

ます。 

  質問の内容が質問通告範囲を超えておりますの

で、通告に従って質問をいただきたいと思います。 

  11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 今自衛隊のお話をして

います。そういう中で那須塩原市が協力費という

ことで、この協力費は名簿提出の代金と、代償と

いうふうに私は受けとめています。それで質問し

たわけです。ですから、当然質問の範囲内という

認識です。よくわかっていないのかと思います。 

  話を先に進めていきます。 

  個人情報保護法との関係もあります。市民に正
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確な情報を伝えることも重要な市役所の仕事だと

思います。市は従来どおり閲覧とし、どの団体が

どこを閲覧したのか公開し、個人情報が市民の知

らないところで外部に提供されることがないよう

改善すべきです。考えを聞かせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） あくまでも今回の

自衛隊からの請求に基づく閲覧の請求に対する対

処という形でしか、私の立場ではお答えできませ

んけれども、これは法に基づきまして閲覧の請求

がございまして、内容審査の上、法の定める要件

に該当しているからお見せをしたというところで

ございますので、閲覧申請があれば今後も同じよ

うにやっていかざるを得ないと。法に定める事務

だというふうに理解しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） さらにその先を伺って

いきたいと思います。 

  市民への周知は、従来のやり方だけでよいと考

えているのでしょうか。今後は、公表の仕方も市

民にもっとわかりやすい工夫についても考えがあ

ったら聞かせていただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 最初にお答えしま

したとおり、閲覧請求がありました中身は、自衛

隊の件だけではなく、ほかの閲覧全部まとめまし

てホームページに搭載しますし、それから告示も

しているところでございます。 

  このような方式で十分法の求める告示というこ

とで対応しているというふうに考えているところ

でございまして、引き続きこの方法でやっていき

たいと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 市民にもっとわかりや

すいという、市民が情報提供されていることがわ

かるというようなそういう情報公開していくとい

うのが市役所の仕事だと思います。市が個人情報

保護条例を厳格に守るならば、自衛隊の要望に応

じる方法は、今部長が言っている法にのっとって

ということであれば閲覧しかなく、閲覧は誰がど

の項目を閲覧したのか公表するのが法にのっとっ

た方法であることを指摘したいと思います。 

  集団自衛権の閣議決定、秘密保護法、有事法制、

いわゆる戦争法案が国会に提出されました。自衛

隊では、隊員が隊長ら上司から家族への手紙を書

き、ロッカーへ置くようにという服務指導をされ

たといいます。ここでいう服務指導とは、遺書を

強要したのは陸自北部方面隊、札幌市だそうです。

これは自衛官についての事実上の命令に等しく、

絶対服従が求められています。それが服務指導と

いうことになります。苦情を申し立てた隊員の部

隊への処理通知、回答になるんだそうです。有事

の際、直ちに任務につくことができるよう、常に

物心両面の準備をすることが陸上自衛隊服務規則

に明記されていることを挙げ、これを意義づけた

ものとしています。 

  家族への手紙は、書かされた元隊員は殉死、戦

士への覚悟を求めたものであることというふうに

感じたと、こう証言しています。 

  自衛隊施行法では、市町村に提供を求めた資料

は統計資料であって、個人情報は含まれません。

法的根拠のない抽出閲覧に応じないよう求めて、

この項の質問を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間、休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 続きまして、３番に入

っていきます。 

  みなし寡婦控除の適用についてです。 

  婚姻歴のない母子家庭は、所得税法上の寡婦控

除の対象にならないため、税の控除や減免など受

けられない状況があります。婚姻歴の有無によっ

て生じる経済的な不利益を是正するため、自治体

が独自に寡婦控除を行い、ひとり親世帯を支援す

る事例が県内にもふえています。改めて本市の考

えを求めるものです。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員の質

問に答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） それでは、みなし

寡婦控除の適用についてお答えいたします。 

  本市においては、ひとり親家庭に対する支援と

して、児童手当、児童扶養手当、子育て支援や就

職に向けての自立支援助成制度、貸付制度、医療

費助成制度などの事業を実施しております。それ

らについては、離別、死別、婚姻歴の有無にかか

わらず、ひとり親家庭を支援しているところから、

婚姻歴のない母子世帯に対するみなし寡婦控除の

適用については、現在のところ考えておりません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 答弁がありました。再

質問を行っていきます。 

  15カ月ぶりに二度目のみなし寡婦控除の実施を

求めて質問に取り上げました。 

  那須塩原は、いろいろな形でひとり親家庭を支

援しているので、みなし寡婦控除は現在のところ

考えていないという答弁でした。 

  １年５カ月前は日光市が12月から、鹿沼市は４

月から実施を決め、宇都宮市が検討していました。

全国で今年度から新たに実施するのは横浜、浜松、

福岡など政令市、そして実施する10市の中に宇都

宮市が入ったと報道されています。那須塩原市と

同じような支援を行っていて、さらにその上にみ

なし寡婦控除を実施する自治体がふえているとい

う状況です。 

  そこで伺っていきます。 

  那須塩原市でみなし寡婦控除が適用された場合

の世帯数と想定される１世帯当たりの軽減額はど

のくらいになりますか。わかる範囲で答えてくだ

さい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 適用がされたとき

に該当する世帯数がどのくらいあるかということ

ですけれども、実際には婚姻歴のない母子家庭と

いうくくりでございますと、正直のところ算出す

る手段がございません。 

  ただ15カ月ぶりにという議員のお話が今ありま

したけれども、前回のそのときにも一部お答えは

していたかと思うんですけれども、例えば保育料

に関しましては、ひとり親家庭に対する特別の無

料化の部分がございまして、実際のところひとり

親家庭で保育料を負担していただいている方の

63％に当たる方が保育料の無料の枠に入っている

という現実がございますので、そこに全て婚姻歴

のない母子家庭の方が該当されているかというと、

ちょっと正直なところ該当数を把握する方法がな

いものですから、お答えになっていないかもしれ
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ないんですけれども、推測することはできないの

で、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） そういう項目はつかむ

方法がないというお話でございました。 

  私、15カ月ぶりにと申し上げました。今部長の

答弁は15カ月前にほぼ同じ内容で副市長から答弁

されています。そのときは、やはりひとり親家庭

の約６割が適用されているというお話では合致し

ます。ただ、６割は適用されているというお話で

ございますけれども、するとそれ以外の４割は適

用されないということでもあるんですよね。この

点はどうでしょう。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 保育料の算定につ

きましては、本年度から市民税の課税額によって

保育料が算定されておりますが、前年度から比べ

ましても大きく変わらない形で本年度も保育料の

ほうを算定しているところなんですけれども、残

りの４割の方が保育料がゼロ円になっていないと

いうことだけで、それぞれ市県民税を払っていた

だいている世帯もございますし、市県民税を払っ

ていただいているということは、ある程度の所得

も見込めるということもありますので、そこにど

れだけみなし寡婦、婚姻歴のない母子家庭の方が

いらっしゃるかというところは、先ほども申し上

げたように、ご本人から申し出がない限り、戸籍

等も調べる必要もございますので、そういう要件

でいろいろな区分をしておりませんので、実際の

ところ数がつかめないというのが現状でございま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） ここのところ子ども・

子育て関係の保障というか、手当というのが国の

政策で切り下げられております。そういう中で、

15カ月前というお話をしましたが、15カ月前には、

金銭的な算出はしてございませんが、保育料の算

定の際に未婚の母ということでの数字があると。

つまり、未婚の母ということです。未婚の母でみ

なし寡婦控除の適用にならないというのと全く違

うのかなと、これ該当するのかなと私は理解して

いたんですが、違うということです。正確にいう

と、これ違うんですか。保育料算定の際に未婚の

母ということで数字がございますと、そういう答

弁をもらいました。議事録にもちゃんとのっかっ

ていますが、今貧困と格差の中で、子どもを大事

にすると、そういう那須塩原市です。そういう那

須塩原市なので、改めてこの問題を提起して質問

といたしました。つかむ方法というのは、ないん

でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。子ども

未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 未婚の母という言

い方と婚姻歴のないという言い方がちょっとわか

りづらいかと思うんですけれども、所得税の寡婦

控除においては一度結婚をされて離婚をして、非

婚のまま子どもを産む方もいらっしゃいます。そ

ういう方は寡婦控除に、所得税のほうでは該当す

ると担当のほうから聞いてまいりました。ですの

で、今回議員のご質問ですと、一度も婚姻歴のな

い母子の方という形になりますと、前回のお答え

したときの非婚の場合とちょっと違っておるかと

思いますので、婚姻歴のないと、そういう方につ

いての該当数を把握する手段は持ち合わせており

ませんので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） わかりました。 
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  そういうことで進めていきたいと思います。 

  それと先ほどの答弁で、どのくらいの額になる

かというのを算出していないというようなお話が

ありました。たまたま栃木県では日光市がこれを

やったときに、例が新聞に載りました。３歳児の

保育園に通う母親の給与が年間200万円の場合、

寡婦控除が適用されないと、所得税で１万7,500

円、住民税で９万1,200円、保育料で７万2,000円

となり、合計18万700円の負担増となると、寡婦

控除がみなされると、この分がしっかりとけるけ

れども、みなし寡婦控除がない場合はこれだけふ

えて多く払うということです。 

  当時の日光市の今も斎藤市長ですが、子どもの

おかれた経済的な不利な状況を改善するために導

入するとして導入しています。みなし寡婦控除の

額がひとり親世帯の収入の１割近くを占めます。

その中で約４割の部分を保育料が占めます。 

  阿久津市長です。市長が27年度市政運営方針で

一貫して将来の人口減少に危惧と持続可能な行政

運営を掲げてきたと、自分も顧みています。人々

から選ばれるまちの実現に向けた事業を継続、強

化するともしています。 

  そこで伺います。 

  未来への投資として、子どもたちの均等で健や

かな成長を保障するための市の施策として追加す

るよう求めるものです。答弁を求めます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 市長に対して答弁を求めて

いらっしゃるような発言ではありますが、私から

お答えをさせていただこうと思います。 

  定住促進に向けての子育て支援につきましては、

那須塩原市として皆さんご承知のとおりさまざま

な施策を打ち出させていただいております。 

  当然限られた財源の中で、特色のある施策とい

うことですので、やはり市としての特色という部

分からすれば、例えば先ほど保健福祉部長が答弁

しておったようなネウボラをどうやって実現する

かとか、発達支援をどうやってシステム化するか

とかというところに今力を注いでおりますので、

それを那須塩原市の子育て支援のやはりいいとこ

ろというふうに捉えていただければというふうに

願っておりますので、このみなし寡婦控除につい

ては、先ほど部長から答弁申し上げたとおり、現

在のところは考えていないというところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 11番、髙久好一議員。 

○１１番（髙久好一議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  先日、下野新聞では、県内自治体の子ども医療

の拡充についての記事が載りました。助成内容は

高校生、18歳までカバーする自治体が多い中、内

容の充実という点からは、鹿沼市と那須町の制度

を高く評価していました。 

  最近マスメディア、自治体の施策の紹介記事だ

けではなく、実施した自治体の施策の内容を比較

して評価しています。わかりやすく結構なことだ

と思います。このみなし寡婦控除も紹介した新聞

には、実際に実施している市、検討している市、

未実施の市という書き方でした。ひとり親の貧困

と格差の社会の中での子育てが経済的に大変なと

きに、那須塩原市はこういう制度もあるよと誇れ

るようにしてほしいと思います。 

  寡婦控除のみなし適用が広がる契機になったの

は、2009年に東京都と沖縄県に住む３人の非婚の

母が日本弁護士会、日弁連に行った人権救済の申

し立てを受けてです。実態を調査した日弁連は、

2013年１月、関係省庁と自治体に婚姻歴のない母

への寡婦控除、みなし適用を要望しました。 
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  さらに、13年９月、最高裁決定を受けて、婚外

子の相続、差別を廃止する民法改正2013年12月が

行われたとき、婚姻の有無を利用にした子どもへ

の差別をなくす世論が広がりました。 

  ぜひ那須塩原市でもみなし寡婦控除を適用し、

婚姻歴のないひとり親も安心して子育てができ、

経済的な負担の軽減を図るよう求めて一般質問を

終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、11番、髙久好一

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木 伸 彦 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、６番、鈴木伸彦議

員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 議席番号６番、志絆の会、

鈴木伸彦でございます。 

  最後となりますが、どうぞ最後までよろしくお

願いいたします。 

  では、質問通告書に基づきまして質問をさせて

いただきます。 

  １、庁舎建設について。 

  新庁舎建設は合併時の約束であり、３市町が一

体となったときにどうあるべきかを検討した結果、

那須塩原駅周辺に建てるべきであると決めたと聞

いている。また、その財政面での準備も着々と図

ってきた。 

  しかしながら、合併して10年の経過の中で、社

会情勢は変わっている。新聞によると、鹿沼市は

資材などの建設工事費高騰に伴う財政負担増のリ

スクを踏まえ、2020年度供用開始を目指していた

新庁舎の建設を先送りする方針を固めた。佐藤市

長が「建設工事費は高騰しており、今後も高どま

りの傾向、先送りが現実的で延期が最善と考えて

いる」との考えを明らかにしたとあったが、そこ

でお伺いします。 

  ⑴オリンピック特需による建設工事費高騰のリ

スクをどのように考えているか。建設時期に対し

このまま進めるべきか否かについての考えをお伺

いします。 

  ⑵現在及び人口減少の予想される将来の財政状

況から、新庁舎とその土地の費用についてそれぞ

れの無理のない最大額と適切と考える額は幾らか

をお伺いします。 

  ⑶市の財政力から庁舎建設資金は問題ないとし

て、談合や建設単価の便乗値上げなど、庁舎建設

にかかる金額が膨大であるがゆえ、通常にはない

不正防止対策が必要と思われる。また、市民の関

心度も高い。専門的知識が必要とされる中、その

対策及び市民の説明方法についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 鈴木議員の質問に順次お答

えいたします。 

  まず、新庁舎建設についてでございます。 

  建設工事費の高騰のリスクあるいは建設時期等

の考えについて、あわせてお答えをいたします。 

  新庁舎建設については、現在本年３月議会で議

決をいただきました那須塩原市新庁舎建設基本構

想に示したスケジュールに基づき、基本計画策定

に向けた取り組みを現在進めております。 

  その基本計画の中で、想定される新庁舎の工事

に要する費用を積算することとしており、基本計

画策定に続く基本設計で、より詳細な概算工事費

が積算されるものと思います。 

  他市町において、新庁舎建設を建設費高騰を理

由に延期したり、設計や工期の変更等を行うとこ
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ろもありますが、一方粛々と進めている市町も多

くございまして、本市においては今後積算された

工事費や消費税の増税などの社会情勢の変化、そ

して財政状況などを総合的に勘案し、判断してい

きたいと考えております。 

  ⑵の新庁舎及びその土地にかかわる費用につい

てもお答えいたします。 

  財政状況ということになりますと、新庁舎建設

のための財源としては、新庁舎整備基金が現在17

億円、このほかに合併振興基金約29億6,000万円、

残額約101億円ある合併特例債のその一部を充当

していく考えでおります。 

  さらには、国・県の補助金も現在検討していく

考えでおります。 

  事業費については、建物が必要以上に過大とな

ることがないよう基本計画の中で必要とするフロ

ア面積の算出、建設費の縮減方法や工期短縮手法

などを検討し、工事を積算していきたいと考えて

おり、用地についてはこれから鑑定評価を入れて、

買収時点での適正な用地取得を進めてまいります。 

  いずれにいたしましても、新庁舎につきまして

は、ライフサイクルコストという視点から建設費

だけではなく、維持費も含めて判断しなければな

らないと考えており、今後の中でそれらを精査し

てまいります。 

  また、⑶の庁舎建設についての不正防止対策及

び市民への説明方法についてもお答えいたします。 

  まず、談合や建設単価の便乗値上げについては、

発注金額の多い少ないにかかわらず、あってはな

らないことであると認識しています。 

  そこで、電子入札の導入や現場説明を省略する

ことにより、入札参加者が一堂に会する機会をな

くし、談合防止に向けた入札環境の整備に努めて

まいります。 

  また、談合情報が寄せられたときは、那須塩原

市談合情報対応事務処理要領に基づき、公正入札

調査委員会で調査を行い、適正に対応するととも

に、必要に応じて公正取引委員会や警察と連携す

ることとしております。 

  次に、建設単価の便乗値上げについてでありま

すが、建設工事や工事に関連する設計などの業務

委託につきましては、国や県が自治体向けに公表

する公共工事に関する積算基準や工事設計、労務、

資材単価等を使用して積算することで、適切な予

定価格を定めております。 

  予定価格を超える入札では、落札することがで

きませんので、便乗値上げによる落札が困難な仕

組みとなっております。 

  続きまして、市民への説明方法についてですが、

新庁舎の建設工事の発注方法等につきましては、

今後基本計画策定の中で検討してまいりますが、

検討内容につきましては、市のホームページや広

報などでタイムリーに市民の皆様にもお知らせを

していきたいと考えておりまして、第１回の答弁

にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 答弁ありがとうございま

す。 

  庁舎建設につきましては、私ども賛成というこ

とで考えております。 

  ただし、市民が興味を持つという意味では、や

はりオリンピックの競技場の屋根が、会場が間に

合わないとか、無駄な費用を使わないためにほか

の施設を使うとか、そういったことで費用のかか

らない方法も考えていると。 

  また、物価の上昇等があって、やりくりをして

いるというところがありますので、市民はそうい

ったところにすごく関心があるだろうということ

で質問をさせていただいております。 

  ところで、26年改訂版なんですけれども、中長
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期財政の見直しというものがありまして、ここに

は29年、30年度に普通建設事業費の内訳の中に新

庁舎が２年度の合計で73億円となっていますが、

その大枠でいいですけれども、内訳をご説明いた

だけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 中長期財政計画で載せて

います建設費用ということでございますけれども、

建築工事費が58億8,000万円、用地取得費９億円、

設計管理費４億、外構附帯５億2,000万の77億で

ございます。建設工事費につきましては、当時東

日本大震災前の建設工事に入ろうというところで

積算しました１万4,000㎡というのがベースにな

った建設工事費になっています。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  77億というのは、最新の予算、市のほうで示し

ている予算、この改訂版のときは73億円というこ

とでどういう理由かわかりませんが、４億ほど上

がっています。こういった状況の中で私の具体的

にどこのデータということではないんですけれど

も、一般的にここ三、四年で１割以上、２割近く

上がっているんではないかなと思います。物価が

ですね。これからまた上がるんではないかという

ところでの質問なんですが、無理のない最大額で

すね。これをどのように考えるかというのが普通

の家でいえばお父さんの収入500万円なら奥さん

に夢があって建てたいときに、それでも幾らなん

でも設計士さん呼んできて3,000万円が限度だよ

とかそういう枠があると思うんですね。この77億

というものが、では幾らまで可能なのかというあ

たりは、財政的に将来のこういった中長期見通し

の中でどのように捉えているかというあたりをお

伺いできますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） どのくらいまでだったら

ば財政的に大丈夫なのかというふうな問いかと思

いますけれども、なかなかそれにつきましては一

口ではお答えできないところでありますけれども、

今の状況ですと、先ほど議員から指摘がありまし

た中長期の見通しの中では77億というふうなこと

になっております。ただ、やはり懸念されますの

は、ここに来ての物価の高騰、建築資材の高騰あ

るいは人件費の高騰というようなこともございま

す。 

  ただ、それにつきましても今後庁舎建設だけで

はなくて、例えば黒磯駅前あるいは那須塩原駅前

の事業等々がございます。そういったところも勘

案しながら、その事業費、どの辺まで可能なのか

ということも考えていかなければならないという

ふうには思っております。それにはやはり事業の

ほうの精査というふうなものを今後より一層厳し

くしていかなくちゃならないんだろうなというふ

うには考えているところでございます。 

  ただ、やはり新庁舎につきましては、やるべき

ものというふうなことになっておりますので、そ

こら辺の優先順位あるいは精査というものを今後

慎重に行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 今総務部長のほうから、

駅前とかそういったところも予算がかかるという

ことですけれども、庁舎建設のとき以前、具体的

になる以前には、えきっぷの駅前事業活性化とい

う話も私は聞いてなかった、その時期は多分なか

ったと思うんですよね。その後、那須塩原駅前の

ペデストリアンデッキの事業費も新たに出てきた
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と。そういった長期事業の中にそれが当時、この

計画、見通しをつくったときにそこまで入ってい

たのかどうかは、お答えいただけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 中長期財政の見通しの改

訂版でありますが、これにつきましては表紙のほ

うに平成26年２月の改訂というふうなことになっ

ておりますので、そこら辺までの具体的な数字、

事業規模については見込んでおりませんが、ただ

それがなくても普通建設事業として毎年度それな

りの事業費というものはやはり見込んでいたとい

うふうなことになりますので、若干の幅はありま

すけれども、それをカバーできるような形で今後

検討を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  これは改訂版ですけれども、改訂版のもとが当

然あるわけで、それを見ますと建設費を、これは

庁舎を建設するために問題ないかというような形

で、震災後の中でつくられたような形になってお

ります。以前のものは積極的と余りお金を使わな

いのと中間仕様と３つありまして、中間を選択し

ているんですけれども、そこにも普通建設費とい

う項目がありまして、そこが３つあるわけですけ

れども、どちらかというと積極財政の金額で毎年

45億円ぐらいありました。 

  今回のものは全部一律これに関しては48億にな

っておりますので、それは23年度からずっと見て

いくとふえたり減ったりはしておりますが、多分

これ31年、32年で見ますと41億ぐらいでいってい

ますので、その先は41ぐらいを普通建設費とみな

しているのかなというふうに私はちょっと読み取

れるんですけれども、そうしますと先ほどのえき

っぷの35億円とか、ペデストリアン、そこには11

億の図書館とか、交流広場が何億か、それから内

訳があって、ペデストリアンデッキなどの25億な

のか35億なのかちょっとわかりませんけれども、

それぐらいの金額がぼんと入ってくると、それ自

体は合計すると50億を超えますよね。単年度分、

普通建設費がいってしまうので、そういったこと

は加味してあるのかどうか、もう一度ちょっと。

そうすると、ほかの事業が一切できなくなってし

まいますよね。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） そういうふうなこともあ

りますので、そういうことといいますのは事業が

集中して単年度にかぶさるということがあります

と、どうしても財政的にはその年度に負担が重く

なるというふうなことになります。でありますん

で、できるだけやはりその事業のほうの実施年度

というものは平準化をしていかなくてはならない

だろうというふうに考えております。 

  もう一つは、この庁舎建設も同じなんですが、

貯金をしてあると、基金を積み立てているという

ようなことで、予定よりも何億か既に多くなって

いるというふうな状況にあります。 

  今後につきましても、繰越金が出てくるわけで

ありますので、そういったところについてもよく

精査をしまして、建設事業のほうに充てていくよ

うな資金繰りのほうを考えていきたいというふう

に考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） それでは、もう一つ将来

の財政的なものを見て、将来に負担を残さないよ

うな考え方の中で、例えばクリーンセンターの事

業があれは庁舎みたいに50年、100年もつもので

はない。もしかすると10年、20年サイクルだと。
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もうそれから最終処分場がもうそろそろ新しいも

のを用意しなきゃいけない。それから私の記憶で

すと、那須塩原、東北新幹線の北側に横断する計

画道路がやはり二十何億の予算があったと思うん

ですけれども、あれが今回消えてえきっぷのほう

へ行っていますよね。 

  それから、例えば共英小学校のわきの給食セン

ターは前から聞いていますけれども、補修しなき

ゃいけないとか、この前だと、テニスコートを国

体に合わせてつくらなきゃいけないとか、そうい

った事業、それから私は西那須野エリアに住んで

いるんですけれども、中央通りがまだ４号線まで

つながっていないとか、それから水元神社の計画

道路がまだできていないとか、それから四区町の

先の都市計画道路が野崎のほうまで行くところが

まだできていないとか、そういったものもあるわ

けなんですけれども、そうっいったものを合併時

に期待していたわけですけれども、庁舎は庁舎と

して建てた後も、この41億ぐらいの中でやりくり

していけるという見通しはありますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） ただいま議員がおっしゃ

るように、これからたくさんの事業がやはりある

というふなことになっております。でありますの

で、先ほどの繰り返しになるかと思いますが、や

はり平準化というふうなことが一番だと思います

し、またやはりその事業内容、それにかかわる事

業費、そういったものを精査して行かなくちゃな

らないだろうというふうなことに一番考えている

ところでございます。 

  そんなところであとは、本当に先ほどの基金あ

るいは財政調整基金も50億を超える基金残高とい

うふうなものを確保しておりますので、それから、

もう一つ合併特例債、これも現在101億まだ残額

があるというふうなことになっておりますので、

そこら辺の組み合わせをどういうふうにしていっ

たらいいのか、そういったことにつきましてよく

検討しながら詰めていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） それでは、私、鹿沼市の

新聞に出たものをちょっと取り上げて話題にしま

したが、鹿沼市のこういう栃木県市町村要覧とい

うので調べてみたんですけれども、単純に一言で

いうと那須塩原市のほうが財政状況がいい、それ

から人口減少の割合も那須塩原市のほうが緩やか

だということで、鹿沼市とは同じような財務状況

ではないということがまず１つ。 

  それからあと、仮に77億ということでしたので、

77億から引き算して合併特例債があります。それ

から建設積み立て基金があります。これ使います

と。そうすると本当に市の一般会計から持ち出す

金額は幾らかと、それから市債として残ったもの

で、国からもらうものは別として返していかなき

ゃいけないのが幾らなのかということをお答えい

ただけますか。77億ということでお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 77億の内訳というような

ことで、先ほど企画部長のほうからも答弁があっ

たかと思うんですが、繰り返しになりますが、合

併振興基金についてが29億6,000万、それから庁

舎整備基金が20億、そして合併特例債が24億

1,000万、残り３億3,000万、これが一般財源から

の持ち出しというふうなことで考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ということで、庁舎建設

に関しては、本市においてはこつこつと準備をし
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てきて、建てるに十分、一般会計でいいますと、

年間500億を超える場合もありますので、その中

での３億ぐらいですから、これを50年使うとすれ

ば全く問題はないだろうと、こういった形で市民

の方にも説明がつくであろうというふうに理解し

ます。 

  ただ、今は77億の内訳でしたので、仮にこれが

建設費の高騰で100億までいくと、あと23億ふえ

ますので、それが26億ぐらい、あっているのかな、

そういう数字になるだろうということの懸念はあ

りますが、それであっても庁舎に関しては無理が

ないだろうというふうに私も判断をして、市民の

方にも説明はしていきたいなというふうに今感じ

ております。 

  ですから、今の中長期財政計画の中では、本市

にとっては何とかなるであろうということで、庁

舎建設に関しては市民の不安に対して何とか説明

ができるのではないかというふうに考えていきた

いと思います。 

  また、１番は飛ばしてしまったような感じです

けれども、今の質問は２に関してでした。 

  ⑶についてでありますが、今のお答えのように

一堂に会すことがないようにして、談合ができな

い状況をつくるということでやっていただく。 

  それから、国の単価などをきちんと把握してい

くということで、特段無駄なお金が起きないよう

な対策はとっていただけるということですので、

またそういったことが市民によく伝わるように、

今後も発信していただければなと思います。 

  この項に関しては、私の意見、考え方としては、

やはり本市が一体となって、あかしではないです

けれども、もう10年たっていますが、駅前にでき

れば、財源の許す限りというのも変なんですが、

機能性だけではなくて、やはり新幹線が見えると

ころですので、それなりの予算もかけて、機能も

当然ですけれども、見ばえもそこそこ市民が見た

だけでもよかったなと思えるような形に仕上げて

いきたいなと思いますので、そこをお願いしてこ

の項は終わりにしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間、休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ３時０６分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

  ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） それでは、１番に続きま

して、２番に移ります。 

  那須地区食肉センター廃止に伴う本市の対応に

ついて。 

  酪農を営む上で屠場は必要不可欠なものである。

しかし、那須地区広域行政事務組合では、那須地

区食肉センターを廃止することとし、かわって県

中央の新たな施設に委ねようとしている。県内に

おいて、乳牛の頭数は本市が最も多く、老廃用牛

のための屠場がこの地域にあることは合理的であ

り、酪農家は新たな計画地は現在の那須地区食肉

センターに備わっていた利点が失われ、経営に支

障を来すと考えている。そのため、本議会に対し

ては、那須地区食肉センター存続の請願が出され、

本議会は満場一致で採択もしている。本市内にお

いては、酪農は第一次産業の中でも、その出荷額

の占める割合は、米や野菜をしのいで40％を超え

ており、まさに本市の基幹産業である。 

  また、本市は生乳産出額が市町村別で本州１位

であることを生かした本市のブランドづくりに取

り組んでおり、その一つとして牛乳等による地域
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活性化推進条例を３月に制定した。これは地域活

性化のために酪農を活用したと言える。 

  国においては、人口減少に歯どめをかけるため、

地方創生をうたい、地方の特性を生かした地域産

業の活性化を図っているところであり、本市の酪

農振興は国の施策とも合致するものである。 

  これらのことにより酪農家を支援すべきとの観

点からお伺いします。 

  ⑴那須地区食肉センターは老朽化により、関係

自治体の財政負担が大きく、今後も増大する可能

性があるために廃止を決めたと聞いているが、広

域行政組合では、経営改善の検討を行ったのかお

伺いいたします。 

  ⑵広域行政事務組合の考えとは別に、本市とし

て酪農家のための屠場は必要であると考える。今

後県中央に計画されている食肉センターの計画に

対し、その計画内容を踏まえた上で、本市独自の

酪農等に供する屠場を検討していく考えはあるか

をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦君の質問

に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） それでは、２の那須

地区食肉センター廃止に伴う本市の対応について

お答え申し上げます。 

  初めに、⑴の広域行政事務組合では、経営改善

の検討を行ったかについてですが、那須地区広域

行政事務組合に確認したところでは、那須地区広

域行政事務組合直営で存続させる案と民営化する

案とで、経営改善の検討を行ったとのことでござ

います。 

  直営で存続させる場合には、施設の維持管理費

といたしまして、年間約4,800万の負担金を投入

していくことになり、財政的に厳しいことから、

直営での施設存続は困難であるとの結論に至った

と聞いております。 

  また、民営化した場合には、施設の更新に約23

億円の公費負担が必要になることから、民営化は

厳しいとの結論に至ったと聞いております。 

  次に、⑵の本市独自の酪農等に供する屠場を検

討していく考えはあるかについてお答えいたしま

す。 

  現在食肉センター整備検討協議会では、畜産の

振興と栃木県産、食肉の競争力の強化を図るため

に、新たな食肉センター整備基本構想を策定し、

県内３カ所の食肉センターを再編統合し、新たな

食肉センターを建設する方向で検討しております。 

  その計画では、１日当たりの解体処理能力とい

たしまして、牛を120頭、豚を1,500頭処理する屠

場施設に加えまして、部分肉を処理する加工施設、

その部分肉を販売いたします市場、病畜を屠畜す

る施設などを整備し、建設候補地といたしまして

は、芳賀町にあります栃木県畜産酪農研究センタ

ー芳賀分場跡地に建設する予定となっており、概

算整備費といたしまして123億円が示されたとい

うところでございます。 

  新たな屠畜施設では、食肉の輸出にも対応可能

な最新の衛生水準の確保によります栃木県産食肉

の競争力強化、流通コストの低減と衛生的で高品

質な食肉処理による販売強化が図られること。ま

た、その施設には、那須地区食肉センターにかわ

る病畜屠畜施設が整備されることから、本市独自

の屠場施設を検討していく考えはございません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  １番、２番を一緒に再質問をさせていただきま

す。 

  まず、この地域、栃木県内で最も酪農家が多く、

または乳牛が多い地域はどこか。また、その具体
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的な数字というのは把握されておりますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 県内の酪農の状況と

いうことで、特に乳牛についてのお尋ねだと思い

ます。 

  県内で乳牛の酪農家の戸数につきましては、本

市におきましては318戸ということになっており

まして、栃木県全体の割合からいたしますと40％

という割合になっております。 

  また、飼養頭数につきましては、本市が２万

3,320頭ということになっておりまして、県内で

のウエートということになりますと42％、いずれ

も県内で40％を超えているということからいたし

まして、生乳にかかわる酪農という産業は、議員

冒頭でお話いただいておるとおり、基幹的な産業

だというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 先ほど中央にできる食肉

センターというものの設置の趣旨は、栃木県産の

ブランドの肉牛を出荷するということだと思いま

す。それについては、全くそのとおりで、これか

らそういったものを栃木県としてもどんどんやっ

ていただくということについては、全く異存のな

いところであります。 

  しかしながら、先ほど部長からおっしゃられた

ように、当市は酪農が基幹産業であり、酪農の場

合はブランド牛とは相反するものであって、当市

の基幹産業であるものがしかも県央に行くという

こと。それからその距離が離れているということ

について、酪農家にとってそのことがどういうデ

メリットが生じているかということについては、

部長のほうではどのようにご理解されているか、

答弁お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 初めの答弁でお答え

させていただきましたが、芳賀のほうに移るとい

うことになりまして、私も数字的にちょっと整理

させていただきましたが、現在より約50㎞弱ぐら

い距離的にふえていくということになりますので、

当然のことながら今までというか、現状において

は大田原で済んでいたものがその50㎞近い距離を

移動していかなくちゃならないということになり

ますと、輸送コスト等々においてやはりそれなり

の負担が新たに生じてくるのかなというふうに認

識しているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） １つだけお答えいただき

ましたね、輸送コスト。しかし、私の聞いている

ところですけれども、輸送コストだけではなくて、

事故牛ですから、たどり着くまでに亡くなってし

まうとか、そういったことも踏まえて、今までの

ようには、事故牛であっても最後まで命をいただ

くということの観点からすると、肉として経済的

に酪農家に戻る金額が減ってくるということも考

えられるんですよね。 

  そうすると、大規模の酪農家の方とちょっと少

なめの酪農家では、ウエートは違うかもしれませ

んけれども、それによる損失額が具体的に出てく

ると思うんですよね。そういったものについての

額は把握しておりますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 私、先ほどの答弁の

中で輸送コスト等というようなところで、等とい

う中で、その今議員ご指摘の含みを持たせたとい

うつもりでございますが、現実的にどれだけロス

が、ロスという言葉が正しいかどうかわかりませ
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んが、要は病畜牛に対してロスというものが出て、

それがどのくらいの費用になってくるかという試

算については、大変恐縮でございますが、市とし

てはやってございません。 

  あとは、要は試算をするに当たっても、与える

条件によって試算額が相当変わってくるというと

ころがございますので、そこの条件というんです

か、一番最初の与条件というところに関しては、

しっかりと誰もが納得できるものの中で試算とい

うものはしていかなくちゃならないかなというよ

うなそんな認識を持っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） そちらでお答えにならな

いで、私のほうも正確かどうかわかりませんが、

バラ肉として出ていくときに市場で10万で引き取

ってもらえると。そこに運送コストとかいろいろ

なものを引くと、手元に五、六万残ると。それが

逆に売れなくなると、処分費がかかってそれが２

万で、仮に７万、それが１件の農家で何か事故に

なると100万ぐらいいくと。そうすると、酪農家

の所得が仮に600万、700万だとすると、そこから

100万が減るということは、これが正確かどうか

ちょっとわからないんですけれども、ここで話す

にはちょっとアバウト過ぎるかもしれませんが、

そういった数字が出てくるだろうと。そういった

ことが予想されると。 

  どうしても酪農をやると老廃牛が出るわけです

よね。そういったことを今広域のほうでは、検討

に入れていたのかどうかということが、廃止とい

うことの中で気になっていることが１つ。 

  それから、先ほど廃止を決めるに当たって、継

続すると4,800万の毎年公費負担が要るというこ

とですけれども、10年間だと４億8,000万、100年

で48億、中央に建てるものは123億ということで、

これは老廃牛だけではないかもしれませんが、こ

ういったことの精査をして、本当に今ある場所で

建てかえる検討をしたのかどうかというところに

疑念がある。 

  このときの陳情には、3,179名という名前の署

名があるわけですけれども、その中には意思決定

の段階でどういう方と話をしたのか、正確には私

わかりません。ここで説明できませんけれども、

署名の中にはそれなりの団体の方、例えば栃木県

酪農協同組合の理事長、それから酪農栃木協同組

合の理事など、たくさんの酪農関係者の代表の方

も入られていると。そういった方たちの中で、聞

くところによると廃止はいいという話は出ていな

いと。場合によっては、議事録をちょっと別な人

から読ませていただいたんですけれども、那須塩

原市の３市町の中では、那須塩原市から出ている

職員の方は、やはり残すべきだというような意見

もあったように読み取れたところがあったんです

が、きちんと本当にあそこをなくさずできるとい

う方法は誰かやられているんでしょうか。 

  そういう意味では、那須塩原市がこれだけ酪農

を基幹産業としているところですから、本市とし

てそういった検討をする余地というのは全くない

んでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 何点かいただいたと

思うんですが、まず広域での検討ということでご

ざいますが、私のほうで広域の検討会に臨場して

いたわけでもありませんし、その一つ一つの議事

録というものをくまなく目を通させていただいた

というところでもないというふうな中で、私が理

解している中では、やはり検討会の中には酪農協

の皆さん方あるいは農協の方も入っていらっしゃ

ったという事実、あとは検討する中では、実際に
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食肉センターで解体作業をやっている業者の方あ

たりからの聞き取りとか、そういうものを踏まえ

た中で協議検討がなされてきたというような経過

だというふうに認識しております。 

  また、署名陳情の話でございますが、こちらに

ついては広域行政組合の議会というところに出さ

れたということでございますので、そちらの意思、

そちらの判断で扱いをするということで、そちら

については私のほうがどうのこうのコメントする

立場にはないのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 事務組合が広域だという

ことで、そのようにお答えになられるのはいたし

方ないかなというふうにも思います。さりなんと

しても、やはり広域行政組合は大田原、那須塩原、

那須町、その中でも断トツに那須塩原は酪農家が

多くて、乳牛の頭数も多い、当然そういうことで

我が市も牛乳で乾杯条例などもつくってみたとい

うことであるわけですから、そこで結論が出てし

まった後、今さら言っても仕方ない部分もあるん

ですが、ではこれだけの署名があって、これだけ

困ったという意見がある中で、じゃ本市の畜産課

としてはどうやってその酪農家を支えようという

ことを考えておられるか、ちょっと考えをいただ

けますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 市として、今後酪農

家の皆さん方をどういう形で支援していくかとい

うようなお尋ねだと思うんですが、食肉センター

の話ということで特化させてお話をさせていただ

くということになりますが、新たな食肉センター

については一番最初に答弁させていただいたとお

り、本当に概要というものが見えてきたと。その

概要というか、内容の方向性が見えてきたという

ような状況にあるのかなと思います。 

  そんな中で場所のお話、お金のお話をさせてい

ただきましたが、今後の要はスケジュールといた

しましては、基本設計というような段に向かって

いくんだと思います。そういう中で、現実的で、

具体的な課題については、県とあとは新しい食肉

センターを建設するに当たっての主体であります

食肉センター整備検討協議会といったところが、

今後については基本設計に向けて生産者や関係団

体に対しまして細やかな聞き取りあるいは協議を

行いまして、一つ一つ課題を精査しながら、それ

らの対応に当たっていくというようなお話を県の

ほうの畜産関係の幹部の職員から私のほうは伺っ

ております。 

  そのときに出たお話の中には、今週の頭あたり

に、まずは県内５つの酪農協がございます。ご存

じのとおりのところに両毛酪農というのが入って

５つということでございますが、その酪農協の組

合長さんを集めて議論するんですよというような

お話がありました。その内容について、私どもで

きのうですね、どうでしたかと、やりましたかと、

どんな内容でしたかというお話を再度確認したと

ころによりますと、６月９日の日に５つの組合長

さんにお集まりいただいて今後の課題について議

論しましたと。今後の課題は何かと申し上げます

と、新しい食肉センターにおける事故牛の取り扱

いについてということを特化したテーマとして議

論したということでございます。 

  もう少し細かいことを言わせていただきますと、

まずは現状の共通認識をしましょうということで、

現状の事故畜がどれくらいあるんですかと。３食

肉センターでどのくらい受け入れているんですか

といった実態あるいは市食肉センターでどのくら

いの容量を用意すれば、そういうニーズがカバー
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できるのかなといったようなところについての議

論がなされたということでございます。 

  繰り返しになりますが、少し前向きの議論をさ

せていただければ、今後の市食肉センターの基本

設計に当たっては、そういうことで事業主体のほ

うで、私どもに対してもしっかりと一つ一つ課題

を見きわめてそれに手を打っていきましょうとい

うお話をいただいていますので、市としてもその

言葉を信じながら、生産者の皆さん方あるいは酪

農協の皆さん方と手を携えながら、課題について

は解決に向けた取り組みを一緒になってやらせて

いただく、そんなものが市の対応ということでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） この食肉、行ったり来た

りする部分があるんですけれども、誰の声を聞い

て廃止に至ったのか。要するに税金を使って広域

行政事務組合の中で管理運営をしてきた中で、県

の中央にブランドの肉をつくる、屠畜場をつくる

ということは行政側として、それから行政主導を

発信していくことについては、本当に戦略として

はすばらしいと思うんですけれども、それの大も

とは牛肉を、和牛とか、それから豚とかそういっ

たものをブランド化していくという部分はいいん

ですが、本当に生牛ですね。酪農家のことを考え

て、酪農家の視点に立ってセンターにつくったの

かどうかというのは、私はまだ１人の議員として

は疑念に思う。だから、行政はどこを向いて誰の

ために何のためにこういった政策をとっているの

かというのが、ちょっと今の説明では腑に落ちな

い。 

  もう一つ、県中央に１つに集約するという点で、

これもちょっと確認をしておきたいと思うんです

けれども、特に茨城、群馬、千葉なんかも酪農が

盛んですけれども、酪農のための屠畜場は結構分

散していると思うんですね。その数の状況という

のは把握しておられますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 近県における屠畜場

の集積状況についてのお尋ねだと思うんですが、

大変本当に恐縮でございますが、実態を把握して

はおりません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 私のところに資料があっ

て、資料がたくさんあって、私のところに関東全

域と屠場配置と設立年というタイトルの資料があ

るんですが、栃木県には３カ所、群馬県には４カ

所、茨城県ですと11カ所、千葉県で６カ所、埼玉

県７カ所あるわけです。これも現在進行形ですよ

ね。なぜほかが統一をしないのかというあたりは、

想像はつくでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 個々の屠場によって

それぞれの事情というものがあるのかなというふ

うに思いますが、そういう中でやはり考えられる

ものとしては、災害からのリスク分散とか、そう

いう安全性の向上等の理由もあるのかなと思いま

す。ただ、私、実態をつかんでいないというよう

なことで答弁申し上げまして、不勉強で大変申し

わけございませんが、そんな中で国・県の大きな

方針といたしましては、国におきましては酪農の

近代化に関する基本方針というものを定めており

ます。 

  また、国においても酪農の近代化計画というも

のを定めておりまして、いずれも集約化、大規模

化することによって、そのスケールメリットです
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か、流通や処理にかかるコストの軽減といったと

ころから、大きな流れとしてはそういう方向に

国・県はいっているといったところも説明として

付加させていただければと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） 広域行政組合ではないの

で、そこでお答えいただくことは大変つらい立場

であるということは理解して質問させてもらって

いますので、ありがとうございます。 

  他県がこういう状況で、栃木県だけが先頭を切

って１カ所にする。多分ご理解のとおりで、１カ

所でＢＳＥや病気が発生して、そこが使えなくな

ったときにどうするんだとか、そういったリスク

ということが当然あるわけですから、これからそ

ういった中央でどうしても進めるというのであれ

ば、国の政策となるとなかなかそれは行政として

は流れに乗っていかなければならないということ

でしょうが、そこは理解せざるを得ないところで

あります。 

  そういうことになると、もう一つ確認しておき

たいんですけれども、今ある屠場が廃止になると

いうことで予測できるんですけれども、そうする

と30年ないし30数年後に廃止になった後の跡地の

利用というのが当然廃止すればセットで考えてい

くべきだと思うんですが、どのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 先ほど来、議員さん

にご心配いただいて大変ありがたいなと思ってい

るんですが、こちらにつきましては広域の財産と

いうことになります。ですから、跡地利用をどう

するのかあるいはどうやって処分するのかといっ

たところに関しては、まだ私どものほうには一切

どうするか、こうするかといった情報は入ってお

りません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  当然ここで判断できるものでもないので、ただ

し今後議題に上がれば何か意見は伝えることがで

きる状況ですよね。であるので、今あそこの廃止

に当たっては、公的財源の負担が大きいとか、も

う古くなったからとか、いろいろな理由を言って

いるわけですけれども、あそこの場所の屠場とし

ての特別な施設というのは、新たにつくることが

非常に大変なわけですよ。 

  その中で、本当に酪農家の気持ちを考えたら、

じゃ新たにやめたのに、よその民間団体が来ると

か、よその資本が入って同じような、あそこは既

存の特権があるのでつくりやすいということで、

そういう経営ができてしまうとするならば、そう

すると本末転倒ですよね。あそこで誰かがやれば、

今でも何か検討すればできるやり方、地元の酪農

家のために役立たせる特権を持っているわけです

から、それが廃止になった後に地元の利害のない

ようなところから来て乗っ取られるようなことに

ならない。なるようであれば、もう一度地元でそ

ういったことは、地元の人たちの役に立てるよう

な考え方をもう一度検討していただきたいという

ことを考えていただくことを、今後広域行政のほ

うにもきちんと伝えて、しかも那須塩原市がイニ

シアチブを持って、主体的にこれだけ酪農家がい

て、我々も先人たちのおかげでこうやって暮らし

ているところもありますので、ぜひともそういう

形でやっていきたい。 

  改めてお尋ねしますけれども、そういったこと

で本市として、これから県のほうと話し合いをし

ていくわけですけれども、本市の酪農家にとって
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これからどのように県と話を進めて、本市の酪農

家が今の屠場がなくなったことに対してデメリッ

トがないような政策をとっていけるか、いくのか

の意思と考え方をご答弁いただけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 先ほどお答えしたこ

との若干繰り返しになってしまうところがあって

恐縮でございますが、まずは県のほうの協議会あ

るいは県の中で、生産者の皆さん方あるいは県か

ら聞いたお話でございますが、家畜商を初めとし

た関係者あるいは酪農協、さらには広域等々から

要は一つ一つ課題について確認していった中で、

そういうものに対しての手を打っていくというよ

うな話を繰り返しになりますが、いただいており

ますので、そういう中で市も一緒になって課題を

提示するところは提示して、それに対する納得の

いくような解決策をともに検討していくというよ

うなスタンスでおります。そういうことでご理解

をいただければと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） かたい意思だと思います

ので、これから３年、４年、年度がかわると藤田

部長ももしかするとかわってしまうでしょうけれ

ども、このことはしっかり後継者に伝えていただ

いて、那須塩原市の酪農の発展に寄与するように、

よろしくお願いいたします。 

  これで２番目の項を終わりにいたします。 

  では、続きまして、３番に移らせていただきま

す。 

  図書館の現状と課題について。 

  黒磯駅前の再生事業（えきっぷくろいそ）を進

めている中で、図書館の役割は重要視されている。 

  そこでお伺いします。 

  ⑴現在の本市の図書館の利用状況についてお伺

いします。 

  ⑵黒磯駅前の再生事業（えきっぷくろいそ）を

進めている中で、駅前にある図書館のメリットは

何であると認識しておられるかをお伺いします。 

  ⑶現在の図書館の課題についてお伺いします。 

  ⑷特に、西那須野図書館は西那須野駅に近く、

学生の利用率も高い、その潜在需要はさらにある

と見ております。学生が自習室として使うことは、

図書館の本来の機能ではないが、その環境は彼ら

にとって自宅や学校では得られないものがある。

教育や子育て支援、地域活性化にもつながるもの

と考えます。それらを踏まえ、今後自習室の充実

に取り組む考えはあるかをお伺いいたします。 

  ⑸また西那須野図書館は、バリアフリーやイベ

ントスペースの不足もあると思われるので、可能

であれば建てかえていただきたいと思うが、その

考えはあるかをお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） それでは、３の図書館の

現状と課題についてお答えをいたします。 

  初めに、⑴の現在の本市の図書館の利用状況に

ついてお答えいたします。 

  那須塩原市の図書館の平成26年度の貸し出し利

用者数でございますが、西那須野図書館につきま

しては４万9,350人、黒磯図書館につきましては

６万2,485人、塩原図書館につきましては１万

1,492人、分室で１万1,013人、合計で13万4,340

人となります。 

  貸し出しの冊数でございますが、西那須野図書

館で25万9,944点、黒磯図書館で29万9,300点、塩

原図書館で５万7,482点、分室で５万1,101点、合

計66万7,827点となっております。 
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  次に、⑵の黒磯駅前の再生事業を進めている中

で、駅前にある図書館のメリットについてお答え

をいたします。 

  交通の利便性が高く、商業拠点となっている駅

前に図書館を整備することで、利用者の利便性を

向上させるだけでなく、商店街の活性化につなが

るものと考えております。 

  また、駅に近接しているということから、観光

客の利用も見込め、図書館利用者と観光客が出会

う場所となり、新たな交流が生まれると。駅周辺

の拠点性の向上にもつながる。にぎわいの創出に

つながるというようなメリットがあると考えてお

ります。 

  次に、⑶の現在の図書館の課題についてお答え

をいたします。 

  西那須野図書館は昭和54年４月１日、黒磯図書

館は昭和62年10月17日に開館し、開館から相応の

年月が経過しているということで、施設の老朽化

に伴う修繕が頻繁に必要になっているというよう

な状況であります。 

  また、どちらの図書館も蔵書の収納スペースが

限られているということと、バリアフリーに十分

対応し切れていないというような課題があるとい

うふうに考えております。 

  次に、⑷の今後自習室の充実に取り組む考えは

ということについてお答えいたします。 

  西那須野図書館では、当初レファレンス室、閲

覧室のことなんですが、その部屋として整備して

おりますが、現在は読書や自習などもできるよう

に対応しているという状況でございます。 

  また、西那須野図書館の閲覧席でございますが、

机等の購入や配置を工夫したことによりまして、

昨年度は57席であったものが今年度は102席にふ

やしているというのが現状でございます。 

  なお、自習室の充実につきましては、ご質問に

ありましたが、本来の図書館のサービス機能では

ないということも踏まえまして、また施設の改修

等も必要になってくるということから、現在のと

ころは考えていないという状況です。 

  最後に、⑸の西那須野図書館の建てかえについ

てということでございますが、６月９日の山本は

るひ議員の市政一般質問にお答えしたとおりでご

ざいますので、省略させていただきます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  １から５まで順番というよりは、一括して再質

問させていただきます。 

  利用状況は、昨年度と今年度のデータからは、

昨年度の資料を実は私持っていまして、昨年度よ

り今年度、３図書館とも若干利用率が下がってい

るというのが見受けられます。あと、この質問を

出す前に古いものを見ていたものですから、西那

須野図書館の閲覧室は57席だったのが、確かに新

しい資料を見たら102席になっておりました。ふ

えているんだなということで、ある意味、目標は

これでほぼ到達しているのかなというところがあ

るんですが、102席にかえた理由というのをご説

明いただけますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 席数を増設した理由とい

うことでございますが、西那須野図書館の通常の

利用を見てみますと、平日等については席が足ら

ないとか、そういうような状況は現状ではありま

せんが、やはり週末であるとか、長期休業中、夏

休みとか、また子どもたちの受験シーズンですか、

そういった時期については多少混雑している。場

合によっては座り切れないような状況も見受けら

れるということが昨年来ありましたので、今回少
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しでも改善できるようにということで席をふやし

たという状況でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ６番、鈴木伸彦議員。 

○６番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  そういうことなんですね。図書館、本来の目的

じゃなくても、先ほど駅前にあることの利便性を

幾つか挙げていただきましたけれども、私もその

ように思いますし、数値からいきますと、これか

ら高齢者の行き場所ということを考えると、デー

タがあるんですけれども、一番多いのが商店に行

く、２番目が図書館とか公共施設と書いてあるん

ですよ。ですから、図書館を利用する、これから

もどんどん高齢者がふえるとなれば、居場所とし

て図書館というのが有効だろうと。 

  そういうことで、駅前に人が集まる施設という

ことでは、図書館というのはよろしいんじゃない

かなと私も思いますので、そういう意味ではえき

っぷに駅前図書館が新しく新設されるのは、当然

のごとく、目のつけどころがいいなというふうに

思いましたので、そういうふうに見ると、住んで

いるのが西那須野エリアなものですから、西那須

野エリアにも図書館があると。いいんだけれども、

やはり古くて今の状態ですとバリアフリー化が足

りないとか、イベントスペースが足りないという

ことを聞いたものですから、いろいろなビッグプ

ロジェクトがある中で、今回こういうものもきち

んと忘れないで目を向けてほしいなというのが今

回の質問の実は趣旨であります。 

  再質問ということではなくて、当然西那須野駅

は清峰、拓陽がありますし、ちょっと離れたとこ

ろには大田原高校、大田原女子高などに通ってい

る学生も多いんですね。当日、これを出す25日に

提出していますけれども、二十二、三日に図書館

にちょっと見に行きましたら、やはり夕方５時近

くだったかな、学生がたくさんおりました。図書

館どうと言ったら、もっと席が欲しいかと言った

ら、やはりもう少し欲しいという生の声も聞いて

きましたので、西那須野はそういった学生が駅前

に集まる地域でもありますので、今後検討いただ

きたいと。 

  最後になりますけれども、私は新白河駅を見る

のと一緒に白河市の駅前図書館を見ましたら、す

ごく立派な図書館がありまして、大人の社会人も

そこで試験勉強をしたりお年寄りもいろいろな本

を開いたりしている状況が見受けられました。那

須塩原市にこんな図書館があったらいいなという

感想を持って帰ってきましたので、ビッグプロジ

ェクトの陰ではありますけれども、そういったも

のも今後検討していただければ幸いだと思います。 

  これで私の質問を終わりにいたします。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、６番、鈴木伸彦

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で一般質問を終了したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、一般質問を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時５１分 

 




